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序     文 

  

ガーナ共和国（以下、「ガーナ」と記す）政府は、「万人のための教育（Education for All：EFA）」

を目指し、基礎教育において各種政策文書、プログラムを策定し、教育セクターの包括的な開発に取

り組んでいます。これらのプログラムの推進により、2006 年までに初等教育の総就学率が 9 割強ま

で上昇するなど、教育の量的拡大は進みました。しかしながら、いまだ教育の質的改善に関して多く

の課題を残しています。こうした状況のなか、わが国は 2000 年から 2013 年にかけて、3 つの技術協

力プロジェクト「小中学校理数科教育改善（Improvement of Educational Achievement in Science, 

Technology and Mathematics（STM in Basic Education）」「現職教員研修（IN-Service Education and 

Training：INSET）政策実施支援（INSET フェーズ 1）」「INSET 運営管理能力強化（INSET フェーズ 2）」

を実施し、小学校理数科における学習者中心型授業の普及のため、授業研究型校内研修（及び近隣学

校群研修）（School-Based INSET/Cluster-Based INSET（SBI/CBI））の実施モデル・マニュアルを開発

し、全国普及を支援しました。 

一方で、SBI/CBI の量・質の更なる持続発展には、研修の受講が教員の昇格に結び付けるなど、階

層別研修が体系化され、教員の人事・育成・評価などの一連のシステムの機能化が求められます。そ

のため、ガーナ政府は上記 INSET の更なる体系化を目指して「初中等教員の資質向上・管理

〔Pre-Tertiary Teacher Professional Development and Management（PTPDM）〕政策」を立案し、同政策の

具現化に向けて、日本政府に支援を要請し、2014 年 5 月から本プロジェクトが開始されました。 

今般、プロジェクトの中間レビューを行うことを目的として、2016 年 7 月に調査団を派遣し、ガ

ーナ政府及び関係機関との間で、プロジェクトの目標達成度や成果等を分析するとともに、プロジェ

クトの残り期間の課題について確認・協議を行いました。本報告書はこれら調査結果を取りまとめた

ものであり、今後のプロジェクトの展開に広く活用されることを願うものです。 

最後に、本調査にご協力いただいた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を表するとともに、引

き続き一層のご支援をお願い申し上げます。 

 

平成 29 年 4 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

人間開発部長 熊谷 晃子 
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CCT-GH Coalition of Concerned Teachers-Ghana 教員組合 

CL Curriculum Leader 教務主任 

CoE College of Education 教員養成大学 

CRDD Curriculum Research and Development Division カリキュラム研究開発局 

CS Circuit Supervisor 指導主事 

DA District Assembly 郡政府 

DBI Department-based INSET 部門研修 

DDE District Director of Education 郡教育事務所長 

DEO District Education Office 郡教育事務所 

DEOC District Education Oversight Committee 

郡の地方分権化組織 

District Assembly の中にあり就学

前、小学校、中学校を管轄 

DfID Department for International Development  英国国際開発省 

EFA Education for All   万人のための教育 

EMIS Education Management Information System 教育管理情報システム 

ESP Education Strategic Plan 教育戦略計画 

GES Ghana Education Service ガーナ教育サービス 

GHS Ghana cedi ガーナセディ（ガーナの通貨） 

GNAT Ghana National Association of Teachers ガーナ教員組合 

GPEG Ghana Partnership for Education Grant 
教育のためのガーナ・パートナー

シップ基金 

HRMD Human Resource Management Division 人的資源管理局 

HoS Head of School 校長 

HR Human Resource 人事、人材 

HT Head Teacher 校長 

HTA Head Teacher Aspirant 校長志願者 

ICT Information and Communication Technology 情報通信技術 



 
 

 

IGF Internally Generated Fund 内部資金、自己歳入 

INSET In-Service Education and Training 現職教員研修 

IPPD Integrated Personnel Payroll Database 統合個人給与データベース 

JCC  Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

JICA  Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

JHS Junior High School 中学校 

KG Kindergarten 幼稚園 

LI Legislative Instruments 法令規則 

M/M Minutes of Meeting 協議議事録、ミニッツ 

MM Man Months 人月 

MoE Ministry of Education  教育省 

NAGRAT National Association of Graduate Teachers 大学教員組合 

NEA National Education Assessment 学習状況調査 

NIU National INSET Unit 国家 INSET ユニット 

NTA National Teaching Authority 国家教員評議会（NTC の改称） 

NTC National Teaching Council 国家教員評議会 

PDM Project Design Matrix 
プロジェクト・デザイン・マトリ

ックス 

PDSI Plan-Do-See-Improve 計画・実行・評価・改善 

PO Plan of Operations 実施計画 

PSC Public Service Commission 公務員人事委員会 

PTPDM 

Policy 

Pre-Tertiary Teacher Professional Development and 

Management Policy 
初中等教員の資質向上・管理政策

R/D Record of Discussions 討議議事録 

REO Regional Education Office 州教育事務所 

SBI School-Based INSET 校内研修 

SC Steering Committee 運営委員会 

SDG Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標 

SPIP School Performance Improvement Plan 学校活動計画 

SMS Short Message Service ショートメッセージサービス 

ST Senior Teacher シニア教員 

STM 

Improvement of Educational Achievement in Science, 

Technology and Mathematics（STM）in Basic 

Education 

小中学校理数科教育改善 



 
 

 

T-TEL 

Project 
Transforming Teacher Education and Learning Project

DfID 支援 4 年間のプロジェクト 

（2018 年まで） 

TED Teacher Education Division 教師教育局 

TIMSS 
Trends in International Mathematics and Science 

Study 
国際数学・理科教育動向調査 

ToT Training of Trainer 指導員訓練 

TVET Technical and Vocational Education and Training 技術職業教育訓練 

UNICEF United Nations Children's Fund 国連児童基金 

USAID United States Agency for International Development アメリカ合衆国国際開発庁 
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中間レビュー調査結果要約表 

I. 案件の概要 

国名：ガーナ 案件名：初中等教員の資質向上・管理政策制度化支援プロジェクト 

分野：教育（初中等教育） 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部

基礎教育グループ基礎

教育第二チーム 

協力金額（2016 年 7 月末時点）：約 1 億 8700 万円 

（全体協力金額：約 4 億円） 

協力 

期間 

2014 年 4 月～2018

年 3月（計 48カ月）

先方関係機関：教育省（MoE）、ガーナ教育サービス（GES）、教師教育

局（TED）、国家教員評議会（NTC） 

日本側協力機関：JICA、株式会社パデコ 

１－１  協力の背景と概要 

ガーナにおいては、教育の量的拡大については着実に進捗しつつある一方で、その質の向上が残

された大きな課題となっている。例えば、2013 年に実施された小学 6 年生向けサンプル学習状況

調査（NEA）の結果では、到達合格ラインとされる 55％の正答率を得た児童の割合は、英語は 39％、

算数は 10.9％と報告されており、両科目ともに到達合格ラインには及んでいない。また、中学 2

年生を対象とした国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）2011 においては、全参加国（42 カ国）

のうち、数学、理科ともに最下位であった。 

このような状況を踏まえ、教育の質を担保する教員の能力向上が必要とされており、2011 年に

ガーナ教育省が策定したセクター開発計画においては 6 つの教育サブセクター政策のうちの	1 つ

として、「初中等教員の資質向上・管理（PTPDM）政策」が掲げられている。この政策は教員の能

力やその向上にかかる取り組みの実施状況を考慮した人事管理を行うことで、教員の職能成長を促

進しようとするものである。 

教員の能力向上にかかる重要な取り組みの 1 つと考えられるのが、学校や地域内での研修であ

る。わが国は 2000 年から 2013 年にかけて、3 つの技術協力プロジェクト を実施し、小学校理数

科における学習者中心型授業普及のため、「授業研究」を中心とする学校内での研修の実施モデル

及びそのマニュアルの開発と全国普及を支援してきた。PTPDM 政策のもと、これまでの技プロで

開発された教員の研修プログラムが教員の人事評価に結びつけられることにより、教員にとってそ

れらの研修を実施するインセンティブが強まると期待される。 

今次プロジェクトは、教員の各階梯に必要な能力を踏まえた研修の実施モデル及び教員の能力や

研修受講歴等を踏まえた評価・昇進のモデルを構築することにより、教員の職能成長にかかる取り

組みを促進させるシステムの整備に取り組むものである。 

 

１－２ 協力内容  

（1）スーパーゴール 

職務の向上により、初中等教員の能力が向上する。 

 

                                                        
 「初中等教員」は、PTPDM 政策が対象とする Pre-Tertiary の 3 つのレベルの全教員を対象としている。 
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（2）上位目標 

パイロット以外の郡において、キャリア階梯メカニズムが施行される。 

 

（3）プロジェクト目標 

キャリア階梯メカニズムが構築され、パイロット郡において必要な階層別研修が実施される。

 

（4）成果（アウトプット） 

成果 1：キャリア階梯の枠組みを含む PTPDM 政策実施計画案が更新される。 

成果 2：既存の教員データベースがキャリア階梯管理のために更新される。 

成果 3：必修とする研修コースが改訂／開発される。 

成果 4：成果 1	～	3 がパイロットの結果を受けて更新される。 

 

（5）投入実績 

日本側： 

専門家派遣 合計 8 名（50.6 MM）＊2016 年 8 月までの期間 

研修 合計 37 名（本邦研修 16 名、第三国研修 21 名） 

機材 総額 USD 41,443 相当の機材をプロジェクトで整備 

総額 GHS 218,115 相当の事務機器を JICA ガーナ事務所を通じて整備

現地活動経費 総額合計 37,629,722 円（2016 年 5 月末時点）（中央政府・地方自治体向

けワークショップ費用 7,889,933 円を含む） 

相手国側： 

カウンターパート配置 

アドミニスタッフ 

合計 14 名 

秘書 1 名、ドライバー 1 名 

施設・設備 プロジェクト用執務室及び会議室 

プロジェクト経費 研修実施費等 

II. 中間レビュー調査団の概要 

調査者 日本側調査団メンバー 

団  長：田中 紳一郎 国際協力専門員 

協力企画：徳川 詩織  JICA 人間開発部基礎教育グループ基礎教育第二チーム 

評価分析：荻野 有子  コーエイ総合研究所 

 

ガーナ側合同評価メンバー 

Ms. Evelyn Owusu Oduro, TED Director (Project Manager) 

Mr. Gershon Dorfe, NIU Coordinator 

Ms. Grace Agyeman Duah, National Trainer 

Mr. Emmanuel T. Aboagye, Deputy Executive Secretary, NTC 

調査期間 2016 年 7 月 4 日（月）～	22 日（金） 評価種類：中間レビュー調査 
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III. レビュー結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果（アウトプット） 

【成果 1】達成しつつあるが、ガイドラインならびに現職教員スタンダードは、2016/17 年度パイ

ロット活動開始前に最終化を急ぐ必要がある。 

・ 当初計画では、プロジェクト開始後 1 年間は制度構築に注力し、2015/16 学年度からパイロッ

ト活動を実施することを予定していたが、ガーナ教育省の強い要望により、パイロットの開

始を 2014/15 年度からに前倒しし、並行して制度構築を実施するというスケジュールに変更

せざるを得ない状況となった。現在は、パイロットのための枠組みとして、PTPDM 政策に

関連する各コンポーネントをカバーしたガイドラインならびに現職教員スタンダードの作成

を進めているところで、これらは 2016/17 年のパイロット活動開始に向けて最終化される必

要がある。（指標 1-1） 

・ 昇進のための人事考課表（appraisal form）修正については、ガーナの全公務員の評価に共通

の評価フォームを公務員人事委員会（PSC）が導入することとなった機を捉えて、PSC 評価

フォームと適合するように教員評価ハンドブックを開発した。GES はこのハンドブックを

GES のウェブサイトに掲載し、2015/16 年度より全 GES 教職員が使用するように指示してい

る。このハンドブックはプロジェクト終了までに更に改訂される予定である。昇進手続きに

ついては、ガイドラインを通じた制度構築を行っているところで、既存の GES の昇進フォー

ム改訂を行い、2016/17 年度のパイロット活動で検証する予定である。（指標 1-2 ） 

 

【成果 2】データベースの枠組みは開発されたが、データ入力とその活用にかかるパイロットを

2016/17 年度で急ぎ実施する必要がある。 

・ 教員評価やライセンス付与・キャリア階梯にかかる決定に必要な研修履歴を管理するための

データベースの枠組みが作成された。データ収集のため、研修履歴を記載する「教員ログブ

ック」を開発し、パイロット郡の新任教員に配布した。残り期間において、パイロット活動

を通してデータベースの管理にかかわる人材育成を進めると同時に、郡のもつ教員データベ

ースの実用可能性を含め、実際にどのような情報収集・管理方法が適切であるかを確認し、

現実的に運用可能なデータベースの構築を更に推し進める予定である。（指標 2-1 ） 

 

【成果 3】達成に向けて進展しているが、2016/17 年度のパイロット活動の前に、現職教員スタン

ダードの最終版と内容を整合させる必要がある。 

・ 研修ニーズ調査や、先行 INSET（現職教員研修）政策実施支援計画／運営管理能力強化プロ

ジェクトのリソースを活用し、既に初任者・校長志願者のための研修プログラム・教材を開

発した。今後、2016/17 年度のパイロット活動の前に、現在改訂中の現職教員スタンダードの

最終版と内容を整合させる必要がある。（指標 3-1） 

 

【成果 4】いくつかの要素については 2014・2015 学年度のパイロット活動をもとに更新されてい

るが、パイロット活動において「何をどのように検証するか」というリサーチクエスチ

ョン・検証方法の枠組みが規定され関係者間で共有されていなかったことが判明。「計
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画（Plan）－実行（Do）－評価（See）－改善（Improve）」の PDSI サイクルに則してパイ

ロットを行い、成果 1 ～ 3 の更新を急ぎ全国展開可能な PTPDM 政策を実証する必要が

ある。 

・ 昇進は国レベルで行われるため、パイロット郡のみで試行することはできない。よって PDM

の指標（パイロット地区において、PTPDM における SBI（校内研修）／CBI（クラスター研

修）及び研修履歴とリンクして、xx ％の教員の昇進がなされる）を改訂する必要がある。

SBI/CBI や研修履歴のデータ入力・活用のパイロットはまだ行われていない。2016/17 年度に、

PTPDM 政策に則した昇進手続きのパイロットを実施予定。（指標 4-1 ） 

・ 「枠組み」「データベース」「必修とされる研修コースのカリキュラムと教材」にかかるい

くつかの要素については、これまでのパイロット活動をもとに改良されている。パイロット

全 5 郡において ToT（指導員訓練）研修は実施済みで、初任者・校長研修も実施しているが、

校長志願者を対象とした研修は 2016/17 年度のパイロットで開始される。「パイロットを通

じて何を、どのように検証するのか」といった点について、プロジェクト関係者の間に共通

の問題設定がなされていないことも判明し、PTPDM 政策の実行可能性、効果、持続性の検

証にかかる情報収集も限られる結果となっていた。今後は、パイロットで検証する設問を作

成して PDSI サイクルに即してパイロットによる検証を行う必要がある。また、キャリア階

梯の全ランクの研修を、郡にとって実施可能な形で位置づけることが今後の検討課題である。

（指標 4-2、指標 4-3、指標 4-4） 

 

（2）プロジェクト目標：中間レビュー調査で把握された以下の課題に取り組むことにより、プロ

ジェクト終了（2018 年 3 月）までに達成見込みがある。 

①2016/17 年のパイロット活動前に PTPDM 政策枠組ガイドラインを合意（成果 1 ～ 3） 

②成果 1 ～ 3 の包括的パイロットの実施、適切なモニタリングを通じ全国展開向けに最終化／

パイロット活動の Plan-Do-See-Improve サイクルの確立（成果 4） 

③郡レベルでの研修費用負担の実行可能なメカニズムの特定 

④GES/NIU（国家教員評議会）と NTC のモニタリング予算不足問題の解決 

⑤プロジェクトの目標とスコープを明確に規定した PDM と PO の改訂、関係者間での共有 

・ 全国実施のためにキャリア階梯枠組み、データベース、研修コースの開発は進展しているが、

教員組合を含むすべての関係者の合意形成、研修費用の確保、パイロット活動の Plan- Do-See- 

Improve サイクルの確立が課題となっている。（指標 1	） 

・ 第 1 回目のパイロット終了後、2015 年 10 月に南部 3 郡に対して実施されたモニタリング調

査結果では、回答した教員の 46%が PTPDM 政策を理解していた。各種広報活動とパイロッ

トとをあわせ、PTPDM 政策を知る教員の割合は更に増加することが期待できる。（指標 2	）

・ パイロット郡の教育計画に必修研修が含められているのかについては、モニタリングがなさ

れていないため確認できない。適切なタイミングで予算計画策定プロセスに研修計画を反映

させる必要があるとともに、郡政府（DA）を含め様々な予算源にアプローチする必要がある。

（指標 3） 

 

（3）上位目標：上位目標の達成は、プロジェクト目標の達成、非パイロット郡の ToT 費用確保、
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教育省主導による全国展開計画策定（予算措置含む）へのコミットメント次第である。 

・ 既に非パイロット郡でも、教員評価ハンドブックの使用や GPEG（教育のためのガーナ・パ

ートナーシップ基金）及び UNICEF 資金の活用により研修活動が開始されるなど、部分的な

施行が開始されている。課題は残り 132 郡の ToT 研修費用や全国での初任者、校長志願者向

けの必修研修ならびにその他ランクの研修費用の経常的な予算確保の制度化である。また、

パイロットの検証結果が出る前に、非パイロット郡における研修が開始されたことで今後の

調整も必要である。（指標 1） 

 

（4）スーパーゴール：理論的に達成可能である。 

・ キャリア階梯メカニズムが施行されれば、能力に基づいた昇進が行われるため、理論的に職

務の向上により初中等教員の能力が向上することとなる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：政策との整合性、ニーズ、プロジェクトのアプローチの観点で妥当である。プロジ

ェクトの妥当性に影響を与えるような要因は確認されない。 

・ PTPDM 政策は、ガーナの教育法（2008）に基づき策定され、国会通過を待っている教育法

案（2015）とも整合している。教育戦略計画（ESP）2010-2020 においてサブセクターの政策

として位置づけられ、「持続可能な開発目標（SDGs）」に対応した新教育政策（2016 ～ 2030

年）にも含まれる見込みである。また、日本の開発援助政策とも整合している。 

・ ガーナにおいては、教育の質向上に向け、教員にとっては能力・専門性に基づく教員のキャ

リア階梯を通じた継続的能力強化ニーズがあり、児童／生徒には質の高い教育を受けるニー

ズがある。また、政策策定者にとっては教職のイメージを向上させたいというニーズがあり、

本プロジェクトはそれぞれのニーズに即した支援である。 

・ 「能力に基づく評価と昇進を可能にするキャリア階梯メカニズム」を通じた専門職としての

教員の継続的能力開発制度を構築したことや、キャリア階梯の中でも特に研修カリキュラ

ム・教材を新任教員と校長に必要なコンピテンシーに基づき開発したことは妥当である。ま

た、パイロット郡の選定も妥当であり、関連する他の支援との連携による相乗効果もあるこ

とから、プロジェクトのアプローチは妥当である。 

 

（2）有効性：プロジェクトの有効性は、中間レビュー調査で特定された課題（含む予算措置）に

取り組むことにより高まる。 

・ プロジェクト目標の達成は、プロジェクトの実績でも既述のとおり、中間レビューで特定さ

れた課題の解決次第である。 

・ 成果の具体的な範囲、プロジェクトのスコープ外と整理している全国展開等も含め再整理す

る必要がある。 

・ 公務員の評価制度改革の初期の段階で技術協力を開始したことは、プロジェクトの有効性を

高める促進要因であり、ガーナ側の財政状況や 2016 年 12 月に予定されている大統領選挙は

リスク要因である。 
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（3）効率性：先行プロジェクトの成果を活用することにより効率性を高めた。他方、当初計画の

前倒しに伴い、パイロットの全体計画なくして 2014/15 年に部分的なパイロットを開始したこ

とや、予算不足は効率性を阻害した。 

・ 当初計画の前倒しにより専門家の投入を増加するなどして対応したが、フルスケールのパイ

ロットの開始は 2016/17 年度からとなり、成果の達成は当初計画に比べて遅れている。ガー

ナ側投入については、カウンターパートの配置、予算ともに努力しているが、特に予算不足

の問題が成果の達成にも影響を与えた。 

・ 先行案件の INSET にかかるアセット（人材、制度、ネットワーク、教材等）は効率性を高め

たが、PTPDM 政策にかかるパイロットの全体計画なくして、パイロットを 1 年間前倒しし

て実施したため制度構築に時間がかかったことや、パイロット活動の PDSI サイクルが定着

していないことは、効率性に影響を与えた。 

 

（4）インパクト：上位目標の達成は、プロジェクト目標の達成と研修費用確保次第である。また、

分権化の進展に伴い想定される郡間の格差が拡大しないような対策が必要。他方、非パイロッ

ト郡でも GPEG と UNICEF 資金により活動が開始されたことや、教育省による全国展開計画策

定の担当者が指名されたことは促進要因である。 

・ 上位目標の達成には、まずプロジェクト目標が達成される必要があり、パイロット活動の検

証の結果、PTPDM 政策が全国展開可能・妥当と認められることが前提となる。残りの 132

郡については、ToT 予算確保の見通しが立っていないことや、階層別必修研修予算が課題。

・ 全国展開可能な PTPDM 政策実現時にかかる各コンポーネントの試行・検証が不十分な段階

で非パイロット郡の研修が開始されているが、今後、最終化されたガイドラインの内容に応

じて調整も必要である。 

・ ガーナ側主導での全国展開が推進される可能性が高い兆候も認められ、アフリカ諸国との情

報共有等、正の波及効果も認められる。負のインパクトは現時点では確認されないが、分権

化の進展に伴い懸念される郡間の格差が拡大しないような対策が必要である。 

 

（5）持続性：政策面、GES/TED の技術面については高い持続性が見込まれる。ただし、地方分権

化が進展し、中央から地方レベルにいたる GES の構造改革や人員削減が行われた場合の影響へ

の対応策を講じておく必要がある。また、PTPDM 政策の実現を主導すべき教育省の主体的関

与や、NTC の組織能力ならびに全国展開に必要な予算措置が課題。 

・ 政策・制度面：PTPDM 政策が、教育省にとって今後も優先度の高い政策である可能性は高

い。また、プロジェクトの成果であるガイドライン、ハンドブック、フォーマット等につい

ては、教育法案通過後に法令規則（LI）として活用する方針であるため、制度面での持続性

強化が期待できる。教育法案の通過・施行と分権化による PTPDM 政策実施への影響には正

負両面が見込まれ、これらを念頭に、ガイドライン等の最終化ならびに全国展開計画策定を

行う必要がある。 

・ 組織・人材面：NTC の PTPDM 政策における重要な役割にかんがみ、NTC の組織強化が必要

である。教員免許制度（ライセンス化）についても、NTC の方針が明確にされる必要がある。

地方分権化の促進により、GES の構造改革や TED 人員の削減、NTC への吸収統合等も見込
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まれ、郡レベルでも人事や予算措置の仕組みが変わることが予想される。本プロジェクトで

はこれら地方分権化が進んだ場合でも影響が出ないよう留意するが、GES の構造改革や TED

人員削減による停滞等は持続性のリスク要因である。また、PTPDM 政策全体の全国展開と

いう観点では、教育省の主体的関与が求められる状況である。 

・ 技術面：TED/NIU については人材が育っており、ToT の実施は自立して可能である。ただし、

新任人材の育成を急ぐ必要がある。郡レベルの研修についても、先行プロジェクトを通じ、

郡レベルのトレーナー人材が育成されていることから技術的に可能とみられる。データベー

スについては、GES-ICT によるデータベース管理も技術的に可能である。また、学校レベル

（ログブック）、郡レベル（学校情報の集約、入力、活用）、中央レベル（活用）についても、

技術的に高度なものを必要としていないため可能とみられるが、実施可能性の検証や関係者

への訓練はこれから実施される。 

・ 財政面：財政面の主な課題は、研修費用である。残り 132 郡の ToT 費用については、目途が

立っていない。階層別必修研修費用については、費用面でも全国展開が実施可能であるよう

な必修研修をデザインすることがまず基本となる。そのうえで、財政的持続性確保のため、

様々な予算源の開拓支援を行う必要がある 。早い段階で、必要なコスト項目やユニットコス

トを見積もり、財政面も含めた全国展開実施計画が策定される必要がある。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

・ 先行プロジェクトの成果を踏まえて政策・制度構築に臨んだことで、教員のキャリア階梯メ

カニズムの開発という新しい支援領域を開拓した。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

・ PSC フォーマットを活用した教員評価ハンドブックの作成は、公務員の評価制度改革の初期

の段階で連携を開始したことでプロジェクトの有効性を高めた。 

・ 先行案件のアセット（経験、人材、制度、ネットワーク、教材等）を有効に活用したことで、

プロジェクトの効率性を高めた。 

・ 2016 年 8 月で期限が終わる GPEG 資金の活用に努力したことにより、パイロット郡及び非パ

イロット郡で研修活動を実施することができた。 

・ 本邦研修は、教育省事務次官をはじめとする参加者の能力強化ならびにプロジェクトの理解

と支援促進の面でも有効に働いた。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

・ 政策・制度構築支援を行うことから TED のマンデートを超えていることや、NTC の組織と

しての機能が十分でないことなどから、プロジェクトチームによる他関係機関との調整業務

が多く、進捗にも影響を与えた。また、教育省に PTPDM コーディネーター等適切なカウン

ターパートの配置がないことが、プロジェクトの円滑な活動実施や持続性にも影響を及ぼし

ている。 
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（2）計画実施プロセスに関すること 

・ 当初計画を早めてパイロットを 1 年前倒ししたことにより、準備が整わない中でパイロット

を開始せざるを得ず、パイロットと並行して制度構築を実施するというスケジュールに変更

せざるを得ない状況となった結果、パイロット活動が一部に限って開始されてしまった。ま

た、制度構築にも時間がかかることとなるなど、プロジェクト活動全般に影響を与えた。 

・ 「パイロットを通じて何をどのように検証するのか」といった点について、プロジェクト関

係者の間に共通の問題設定がなされておらず、パイロットの PDSI サイクルが定着していな

いことにより、パイロットを通じた実証が不十分であり有効性、効率性を阻害した。 

・ 先方の予算不足から、パイロット活動の遅れやモニタリングの不足など、成果の達成に影響

を与えた。 

・ 成果 1 では PTPDM 政策にかかるコンポーネント全般の制度設計をカバーする必要があり、

同時に、それらを関係者との合意形成をはかりながら進めていくため、当初想定していた以

上の作業時間を要した。 

 

３－５ 結 論 

本プロジェクトは、教師のキャリア階梯、評価、昇進、階層別研修（初任者向け、校長候補者向

け）等、PTPDM 施策の主要部分を開発し、これらに基づき「政策枠組みガイドライン」や「教員

評価ハンドブック」を整備してきた。階層別研修は 5 郡で試行され、本研修が郡の人材による実施

や、研修経費の自己／郡政府／学校負担による開催が可能なことを示せたのは大きな成果である。

しかし、現在までの実証成果は PTPDM 施策領域の総体の一部に限られ、コンピテンシー記述に

基づく教員の評価や昇進の実践の実現、また（論理的には PDM の範疇外ではあるが）その結果と

しての政策効果の発現は未確認である。本プロジェクトはパイロットを通じて全国適用に耐える施

策の開発を目的とするが、目的達成には未確認の領域を明文化しこれを検証していくことが不可欠

である。 

パイロットの前倒しにより、今回の中間レビュー実施時にはパイロット活動が終了しているはず

であるが、今回のレビューにおいて 3 回目のパイロット活動を実施する必要性が認められた。その

理由としては、改訂版昇進フォームの適用やデータベースシステムの試行など一部未実施の活動が

あること、パイロットの検証が不十分であること、またガーナの経済悪化により全国展開の目途が

まだたっていないことがある。今次、少なくとも 2016/17 学年度においてもモニタリングを含めた

パイロット活動を実施する必要がある点について、ガーナ教育省と合意している。 

 

３－６ 提 言 

（1）研修を軸とした PTPDM 施策の実施可能性、その効果（政策課題解決効果）及び持続性を検

証するための調査設問を考案し、パイロット活動においてその検証を試みる。PTPDM 政策が

SBI/CBI/DBI の実践や教員の能力向上に結びつき、ひいては児童・生徒の学びの改善に貢献す

ることが、今後の取り組みのなかで検証されることが望ましい。能力強化された教員によって

特に困難な状況にある児童・生徒の学びの改善に貢献することで、学習格差についても是正さ

れることが必要である。 
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（2）教育法案が成立することを見据えて、次の観点からパイロット活動を再点検・更新する。 

① 2018 年以降、郡（DEO）が現実的に提供できる研修の規模や内容への示唆が得られるか 

② NTA（現在の NTC）の機能と整合するか 

③ なるべく簡易でありつつも、効果が期待できるか 

④ 全国展開に向けてパイロット活動における検証に必要な情報が収集できるか 

 

（3）パイロットの結果に基づき、関係者が具体的な行動を想起できるよう、具体的に PTPDM 政

策枠組み文書やハンドブックを作成する。また、上記のパイロット活動設計時の点検事項に加

え、少なくとも以下の観点からもガイドラインの記述を点検する。 

・ 地方分権化にかかる教育法案との整合性を担保すること 

・ ガイドラインやハンドブックの使用者にとって内容がわかりやすいこと 

・ 必須の活動と郡の責任において PTPDM の施策の展開が可能な活動を明確に峻別し示すこと

（特にライセンスの発行に関して）。また、郡によって柔軟に評価等の管理ができるよう留意

して、必須研修等、郡にとって「必須（義務）」とする範囲を明確にすること。 

・ すべての教員ランクの必修研修について、研修の要件をその具体例とともに示し、郡がガイ

ドラインやハンドブックを参照しつつも柔軟に研修を設計できることを明示すること。（例え

ば、すべての教員ランクにおける必須研修を郡が実施する必要はなく、郡主催の必須研修に

代わるものとして SBI/CBI/DCI の実施を推奨することが考えられる） 

・ 郡主催の研修への参加履歴が評価・昇進で勘案される場合には、以下の項目に留意すること

-  できるだけ実施コストをおさえること 

-  郡による研修経費負担を基本とすること 

-  研修参加者が経費を負担する場合には、学校や郡政府による経費支弁を勧奨し、教員自身

による負担は最後の手段として提示すること 

-  ガイドラインに明記される活動と現行の郡主催の現職教員研修との関係を明らかにするこ

と 

-  郡や学校レベルにおける PTPDM 施策計画（例：郡主催の研修、SBI/CBI/DBI）を記載すべ

き文書（例：年次郡活動計画（ADEOP）、学校活動計画（SPIP））を明示すること 

-  パイロットにおいて全国展開が妥当と判断された場合、簡易かつ効果的な全国展開導入策

を示すこと 

 

（4）地方分権化に際し郡レベルにおける新しい教員採用の方法（教員養成大学卒業生自身が申請

する州／郡を選択し、州／郡が申請者のなかから採用を行うというもの）に適合するよう、ガ

イドラインやハンドブックを作成する。 

 

（5）プロジェクトは現職教員を対象としているが、PTPDM 施策には教員養成等の隣接領域が勘

案される必要があることを示す。 

 

（6）2018 年 3 月までに、プロジェクト終了まで及び終了後をカバーする PTPDM 施策展開計画を

策定し、MOE/GES/DEO の各機関が 2018 年からの全国適用に向けて準備する。教育法の成立後
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は、PTPDM 施策は郡の責任に委ねられ、GES-TED は NTC による規定に基づき郡の施策展開を

支援・助言する立場である。これを念頭に、本計画には少なくとも以下を含めることが推奨さ

れる。 

 

（プロジェクト終了まで）  

・ PTPDM 政策における NTC の役割の明確化 

・ GES における PTPDM 政策責任者の指名 

・ カウンターパートへの完全な機能移管スケジュール 

・ GES-TED によるパイロット活動の進捗管理 

・ パイロット対象地域以外へのガイドラインの配布 

・ 校長ハンドブックにおける評価・昇進の項目に、PTPDM 政策ガイドラインや新教員評価ハ

ンドブックに沿った内容を記載すること 

・ GES、DEO による全国への PTPDM 政策の周知と PTPDM 施策予算確保（2018/2019 学年度

に全国展開を開始するためには 2017 年 1 月から予算確保の準備が必要となる） 

 

（プロジェクト終了後）  

・ プロジェクト終了後 3～5 年を目途とする PTPDM 全国展開 
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 The Summary of Mid-term Review 
1．Outline of the Project 

Country: The Republic of Ghana Project Title: The Project for Supporting Institutionalization of 
the Pre-Tertiary Teacher Professional Development and 
Management Policy   

Issue/Sector:  Education (Pre-Tertiary) Cooperation Scheme: Technical Cooperation 

Division in Charge: Basic Education 
Division II, Basic Education Group, 
Human Development Department 

Total Cost (at the time of Mid-term Review)： 
About 187 million yen 

Period of 
Cooperation 

April 2014 ~  
March 2018 (48 months)

Partner Country’s Implementation Organization:  
Ministry of Education (MoE), Ghana Education Service (GES), 
Technical Education Division (TED), National Teaching 
Council (NTC)  
Supporting Organization in Japan: JICA, PADECO 

1-1 Background of the Project 
While the Government of Ghana (GoG) has expanded access to education steadily, the quality of 

education is still a concern for the government. According to the academic achievement of 6th grade of 
sampled primary school pupils in National Education Assessment (NEA) in 2013, the percentage of pupils 
who correctly answered 55% or more of the items and were considered to have achieved proficiency in the 
subject matter was  39.0% in English and 10.9% in Mathematics respectively. Ghana was placed in the 
bottom among participating 42 countries in TIMSS 2011 targeting 2nd grade students of Junior High School. 

Under such circumstances, the improvement of teachers’ capacity to contribute to educational quality is a 
pressing need. One of the six educational sub-sector policies of the ESP of MoE was the "Pre-tertiary 
Teacher Professional Development and Management (PTPDM) Policy”. The PTPDM Policy focuses on 
strategic human resource management based on competencies and efforts in capacity improvement as a basis 
of career progression to facilitate professional development of teachers.  

To address the issue of teachers’ capacity development, school-based/cluster-based INSET (SBI/CBI) is 
recognized as one of the best strategies. Since 2000 to 2013, three technical cooperation projects had been 
implemented focusing on INSET in collaboration with JICA. These projects had supported developing and 
disseminating the model and teaching manuals centered on lesson study and school-based/cluster-based 
INSET to introduce student-centered math and science classes in primary schools. Under PTPDM policy, it 
is expected that INSET programs developed through the precedent projects are incorporated in the teacher 
appraisal, and teachers are therefore motivated to implement the INSET programs.  

PTPDM Policy aims at establishing career progression mechanism to facilitate professional development 
of teachers through training implementation model to acquire competencies necessary for each career rank, 
and appraisal and promotion model based on competencies and training records.  

 

1-2 Project Overview 

(1) Super Goal 
Pre-tertiary teachers acquire competency, by progressing in their career. 
 

(2) Overall Goal 
Career progression mechanism is enacted in non-pilot districts. 
 

(3) Project Purpose 
Career progress mechanism good for nationwide replication is formed, utilizing training records and 

SBI/CBI practice of pre-tertiary teachers. 
 

(4) Outputs 
1.The draft PTPDM policy implementation plan, including framework of the career progression, is 

reviewed and modified for operationalisation.  
2.Existing database of teachers is reviewed and refined to administer career progression. 
3.Mandatory training courses are revised and developed. 
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4.Above outputs are refined reflecting results of pilot. 

(5) Inputs 
【Japanese side】 

1) JICA Expert Team: A total of 8 experts during May 2014 -Aug. 2016 (50.6 MM) 
2) Training: A total of 37 Ghanaians participated in the training in Japan (16) and in the third countries 

(21) 
3) Equipment:  

- A total of USD 41,443 worth of equipment has been provided by the Project.  
- A total of GHS 218,115 worth of office equipment has been provided by JICA Ghana Office. 

4) Local expenses:  
- A total of JPY 37,629,722 has been spent by the end of May 2016 (including costs of workshop and 

training for central government and district amounting JPY 7,889,933). 
【Ghanaian  side】 

1) Counterpart Personnel (C/P): A total of 14 personnel has been appointed.(See Annex 6) 
2) Administrative Personnel: 1- Secretary, 1-Driver  
3) Facilities and equipment: Office and meeting room 
4) Project expenses (Training/orientation/workshop/meeting, travel, printing, etc.): Training expense and 

others 

2．Mid-term Review Team 

Members of 
Terminal 
Evaluation 
Team 

Japanese side: 
1) Shinichiro Tanaka, Team Leader, Senior Advisor (Education), JICA 
2) Shiori Tokugawa, Team Member (Cooperation Planning), Basic Education Team 2, 

Basic Education Group, Human Development Department, JICA 
3) Yuko Ogino, Team Member (Evaluation Analysis), Senior Consultant, Koei Research 

Institute 
 

Ghanaian side: 
1) Ms. Evelyn Owusu Oduro, TED Director (Project Manager) 
2) Mr. Gershon Dorfe, NIU Coordinator 
3) Ms. Grace Agyeman Duah, National Trainer 
4) Mr. Emmanuel T. Aboagye, Deputy Executive Secretary, NTC 

Period From 4th - 22nd July 2016 Type of Evaluation:  Mid-term Review (MTR) 

3．Results of Evaluation 

3-1 Achievement of the Project 
(1) Output 
【Output 1】Output 1 is on right track, yet needs to be accelerated to finalize the Guideline and 

competency based standard for in-service teachers before the next pilot activity begins in 2016/17.  
・ Modification of the draft framework was originally planned for the first 1 year of the Project before 

starting pilot in 2015/16. However, due to strong request from MoE, the Project had to begin piloting 
a year ahead, and framework had to be developed in parallel with piloting. Currently, the draft Policy 
Framework Guideline covering relevant components of PTPDM Policy and competency based 
teacher standard for in-service teachers are in the process of development. They need to be finalized 
before next pilot activity begins in 2016/17. (Indicator 1-1) 

・ With regards to the modification of appraisal forms for promotion, taking the opportunity of 
introduction of common appraisal form by PSC for all public service employees, Appraisal Handbook 
for teachers is developed to be compatible with the PSC format. The Handbook has been published 
on GES website for all the GES employees to utilize it from 2015/16. The handbook is still to be 
revised during the Project. With regards to the procedures for promotion, they are under development. 
The current GES promotion form will be revised to be piloted in 2016/17. (Indicator 1-2) 

 
【Output 2】Output 2 needs to be accelerated in terms of pilot of entering and use of data in the next 
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pilot activity during 2016/17. The database framework has been developed.  
・ Database framework has been developed to manage training records necessary for making decisions 

on the teacher appraisal, licensing and career progression. Data generation is designed by way of 
utilizing “teacher logbook” that records training history. Logbook was developed and distributed to 
participants during Induction Training for Beginning Teachers (BT) in the pilot districts so far. In the 
remaining period of the Project, pilot will be conducted in 2016/17 including training for relevant 
personnel for data management and assessing usability of existing database at district to confirm the 
best methods of data generation and management in order to develop practically operational database. 
(Indicator 2-1) 

 
【Output 3】Output 3 is right on track and yet to be finalized to be consistent with final competency 

based standard for in-service teachers before pilot activity during 2016/17.  
・ All the necessary curricula and materials for mandatory training courses for Induction Training for 

BT and HT Aspirant (HTA) have been developed based on the training needs survey, and utilizing 
resources developed in the precedent INSET projects. They are to be finalized to be consistent with 
final competency based standard for in-service teachers before pilot activity during 2016/17. 
(Indicator 3-1) 

 

【Output 4】Output 4 needs to be accelerated following Plan-Do-See –Improve (PDSI) cycle of pilot in 
order to refine Outputs 1~3 and to verify PTPDM policy for nationwide replication. Several aspects 
were modified based on the results of pilot in 2014/15 and 2015/16 so far, but there are no common 
ideas of “what and how to verify through pilot”. Pilot has been conducted in absence of research 
questions/research framework.  
・An indicator set in the PDM(xx% of teacher promotions is done, linking to training history and 

SBI/CBI practice in PTPDM policy in pilot districts) needs to be changed, since promotion is done at 
national level and it is not possible to be piloted in the pilot districts only and the indicator needs to 
be changed. Data entry to use of SBI/CBI practice and training records has not been conducted. 
Procedures of promotion based on PTPDM policy will be piloted during 2016/17. (Indicator 4-1) 

・ Several aspects of the framework, database and mandatory training course curriculum and materials 
have been refined reflecting the results of the pilot activities so far. Training of Trainers (ToT) has 
been conducted in the 5 pilot districts and Induction Training for BT and Training for Head Teachers 
have also been implemented, while training for Head Teacher Aspirants will start in 2016/17. No 
common questions to answer “What and how to verify through pilot” is confirmed among concerned 
with the Project. Information on results of pilot to verify feasibility, effectiveness and sustainability is 
limited to date. A set of questions to be answered through pilot needs to be developed and fed into the 
whole process of Plan-Do-See-Improve (PDSI) cycle of pilot for verification. In addition, training 
requirements for all the ranks need to be designed, which is feasible for district to manage. (Indicator 
4-2, 4-3, 4-4)  

 
(2) Project Purpose: Project purpose shall be achieved by the end of the Project (March 2018) if the 

following issues identified during Mid-term Review (MTR) are addressed.  
1) The PTPDM Policy Framework Guideline - final draft to be agreed on by all stakeholders before 

pilot activity during 2016/17   (Output 1-3)  
2）Output 1-3 to be piloted comprehensively, and properly monitored and finalized for nationwide 

implementation. /Strengthening PDSI cycle of pilot(Output 4)  
3）Feasible mechanism for funding training at district to be identified  
4）Budget for monitoring by GES/NIU and NTC to be resolved 
5）PDM and PO to be revised to clearly capture the purpose and scope of the Project, and to be shared 

among all concerned.  
・ Development of the career progression framework, database, and training courses for nationwide 

implementation has been in progress with issues on full consent on PTPDM Policy Framework 
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Guideline from all stakeholders including teacher unions, funds for training and PDSI cycle. 
(Indicator 1) 

・ According to the Monitoring Survey conducted in 3 pilot districts in the south in October 2015 after 
the 1st pilot cycle, 46% of teachers who responded have good understanding of PTPDM policy. With 
efforts of various PR efforts combined with pilot activities, it is expected that percentage of teachers 
who know PTPDM policy will increase in due course of time.(Indicator 2) 

・ Inclusion of mandatory training in the district education plans is not confirmed as it was not 
monitored. Actions for including of mandatory training in the district education plans have to be 
taken at proper timing following budget preparation process. In addition, various funding sources 
including District Assembly (DA) need to be explored.  (Indicator 3)  

 
(3) Overall Goal: Achieving Overall Goal is subject to achievement of Project Purpose, funding for TOT 

for non-pilot districts and strong initiative and commitment from MoE for preparation of PTPDM 
nationwide roll-out plan including financial measures 
・ In non-pilot districts, pilot has partially started. Appraisal handbook has been utilized, and training 

activities have already commenced by utilizing the funds of GPEG and UNICEF. No specific plan is 
available to finance TOT for remaining 132 districts. Financial mechanism to budget recurrent 
mandatory trainings for BT and Head Teacher Aspirants as well as training for other ranks is yet to be 
prepared. Future updates will be needed in non-pilot districts because training activities have already 
started before results of pilot are available to be verified. (Indicator 1)  

 

(4) Super Goal: Super Goal is theoretically achievable.  
・ If the career progression mechanism is implemented, promotion is done based on competencies. 

Therefore, pre-tertiary teachers acquire competency, by progressing in their career, which is 
theoretically achievable.  

 
3-2 Summary of Evaluation Results 
(1) Relevance: The Project is relevant in terms of policies, needs and project approach. No factors are 

confirmed through MTR negatively affecting the relevance of the Project. 

・ The Project is relevant in terms of policies because PTPDM policy is prepared based on the 
Education Act (2008) and consistent with Education Bill (2015), which is anticipated to be approved 
in the parliament as well. In Education Strategic Plan (ESP) 2010-2020, the PTPDM policy is 
included as one of the sub-sector policies, and is expected to be included in the coming ESP 2016~ 
2030 corresponding to Sustainable Development Goals. The Project is consistent with Japanese ODA 
policy as well.  

・ The Project caters for the needs of teachers in having career progression mechanism for continuous 
professional development, the needs of children in receiving quality education and the needs of policy 
makers in enhancing image of teaching profession, which will lead to improving quality of education.

・ The Project approach is relevant in terms of the fact that Project was designed to develop career 
progression mechanism to sustain continuous professional development of teachers through 
competency based appraisal and promotion. It is also appropriate to develop training curriculum and 
materials in consideration of competencies necessary for BT and Heads of School. Selection of pilot 
districts is also relevant. The Project coordinates with relevant assistance from other organization to 
maximize the outputs of the Project, and has effectively and efficiently utilized related experiences, 
system and human resources and materials introduced through precedent INSET projects.  

 

(2) Effectiveness: Effectiveness of the Project is likely to be achieved if issues identified during MTR are 
addressed including budget allocation.  
・ Achieving Project Purpose is subject to the issues identified in MTR as explained earlier in the 
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Achievement of the Project. 

・ Scope of Outputs including support to nationwide implementation, which is outside of PDM, also 
needs to be clearly reorganized. 

・ Commencing of the technical cooperation at the early stages of the civil-servant appraisal reform 
contributes to effective implementation of the Project. Major risk factors are fiscal condition of 
Ghana and presidential election scheduled in December 2016.  

 

(3) Efficiency: Utilization of outputs of the precedent INSET projects contributed to an efficient Project 
progress. However, starting “partial” pilot in 2014/15 without setting outlines of the entire pilot and 
insufficient budget allocation have negatively affected efficiency. 
・ In response to early starting pilot ahead of the original plan, inputs of experts have been increased. 

However, pilot in full scale is to commence from 2016/17, and achievements of Outputs have not 
reached the level as initially planned. In aspect of inputs by the Ghanaian side, efforts are observed in 
allocation of counterpart personnel and budget appropriation, but insufficient budget has particularly 
affected on the attainment of Outputs.  

・ Utilization of assets of the precedent INSET projects (human resources, system, network, materials 
etc.) increased efficiency. However, piloting started 1 year ahead of original schedule without setting 
outlines of the entire pilot of PTPDM policy has affected on development process of all the 
components of PTPDM policy, which required longer time as expected. Limited implementation of 
PDSI cycle is also a negative factor on efficiency. 

 
(4) Impact: Overall Goal is likely to be achieved, subject to achievement of Project Purpose and funds 

for training. Widening gaps among districts in delivering necessary training and other services is 
anticipated in the decentralization therefore some mitigation measures are further needed. Yet, 
activities already started in non-pilot districts with support of Ghana Partnership for Education Grant 
(GPEG) and UNICEF. Further appointment of focal persons from MoE for preparation of PTPDM 
roll-out plan is also positive movement. 
・ Overall Goal is achievable subject to the achievement of Project Purpose that PTPDM policy needs to 

be verified through pilot to be feasible and relevant for nationwide implementation.  Funds for ToT 
in remaining 132 districts and financing mandatory training are issues.   

・ It should be noted that future updates will be needed reflecting the finalized guideline because 
training activities have already started in non-pilot districts before feasibility of nationwide 
implementation of PTPDM policy is sufficiently verified through pilot of each component.   

・ Positive movements are observed for nationwide roll out to likely be by an initiative of Ghana. 
Sharing experiences with African countries is also a positive effect. No negative effects of the Project 
have been confirmed. However, measures need to be taken to mitigate gaps which may be widened in 
decentralized setting. 

 
(5) Sustainability: High sustainability is expected in terms of policy and technical aspects of GES/TED, 

but measures are expected to be taken to respond to possible negative impact of decentralization at 
districts/regional levels and GES/TED. Strong initiative by MoE, capacity of NTC and finance are also 
issues for nationwide roll-out.  
・ Policy and institutional aspects: It is anticipated that PTPDM remains as a priority policy of MoE. An 

idea is expressed to utilize the guidelines, handbooks, forms, etc., as the legislative instruments for 
the Education Act once Education Bill is approved by Parliament.  This is worth considering option 
to strengthen sustainability of the PTPDM policy implementation. Anticipated impact of enactment of 
Education Bill and decentralization can be both positive and negative. These need to be considered in 
finalizing PTPDM Policy Framework Guideline etc., as well as in preparing nationwide roll-out plan. 

・ Organizational and human resource aspects: NTC needs to be strengthened to continuously play an 
important role in PTPDM policy including licensing which has to be clearly spelled out by NTC. 
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Impacts of decentralization are anticipated on GES/TED in terms of organizational restructuring and 
integration of TED into NTC. Human resource management and budgeting system are expected to 
change at district level. The Project will take such impacts into consideration but restructuring of GES 
and staff reduction in TED to cause stagnation are risk factors for sustainability. For nationwide 
roll-out of PTPDM policy, MoE’s strong initiative is highly expected. 

・ Technical aspect: GES/TED is already technically equipped in conducting ToT independently. 
However, capacity development of newly appointed personnel at NIU is also important and needs to 
be quickly done. Training at district level is technically feasible as district trainers have already been 
developed through the precedent INSET projects. GES-ICT is technically strong in terms of database 
management. Database management at school (logbooks), district (collating school data, inputting 
and use of such data) and central level (use of data) is also possible without requiring sophisticated 
technical skills, but verification of feasibility as well as training of relevant personnel will start from 
now on.  

・ Financial aspect: Funding for training is an issue. No budget for ToT is planned for remaining 132 
districts. Mandatory trainings need to be designed to be financially feasible for nationwide roll-out as 
the first step, and funding sources have to be explored. Required cost items and unit costs will have to 
be estimated, based on which roll-out plan including financial measures needs to be prepared at an 
early stage.   

 
3-3  Contributing Factors  
(1) Factors related to planning 

・ The Project pioneered a new area of technical cooperation, which is to develop career progression 
mechanism, h through policy and institutional development based on the assets of the precedent 
INSET projects.  

 
(2) Factors related to implementation process 

・ Taking the opportunity of public servant reform at early stage, appraisal handbook was developed to 
be compatible with the PSC format, which has increased effectiveness of the Project. 

・ Utilizing various assets of the precedent INSET projects (experiences, human resources, system, 
network, materials etc.) has increased efficiency.  

・ Implementation of training activities were made possible both in pilot and non-pilot districts 
approaching to GPEG funds which should be expired after August 2016. 

・ Counterpart training in Japan was so effective for capacity development, increased understanding and 
support of the participants including Chief Director of MoE. 

 
3-4  Factors which have caused problems 
(1) Factors related to planning 

・ Policy and institutional development is beyond mandate of TED. NTC does not have organizational 
function sufficiently. Under such circumstances, a lot of coordination with other relevant 
organizations has been done by the Project and affected on the progress of activities. Without 
appointment of PTPDM coordinator or similar counterpart in the MoE, project activities and 
itssustainability have also been suffered. 

 
(2) Factors related to implementation process 

・ Early starting of pilot without good preparation and entire pilot outline forced the Project to develop 
PTPDM policy implementation systems in parallel. As a result, partial pilot has started. Taking time 
for system development has also impacted on progress of activities.  

・ A set of questions to be asked with regards to what and how to verify through pilot was not 
developed. Absence of PDSI cycle is also a factor that the verification through pilot in sufficient and 
it decreased on effectiveness and efficiency.  
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・ Due to insufficient budget from the Ghanaian side, project activities were delayed, and monitoring 
was not sufficiently conducted. These have affected attainment of Outputs.  

・ In Output 1, all the components of PTPDM policy should be developed while the Project has to 
manage the process of reaching agreement among all the stakeholders. Such process has been more 
time-consuming than initially expected.  

 

3-5 Conclusions 
The Project has developed major components of PTPDM policy implementation including teacher ranks, 

standards, competency statements, appraisal, promotion, training programs (for BTs and STs), etc., and these 
have been documented in the draft PTPDM Policy Framework Guideline and the teacher appraisal 
handbook. Training programs have been piloted in the 5 districts and it has been demonstrated that the 
trainings are feasible to be conducted with the locally available personnel at DEO/DA and training cost can 
be shared by teacher/schools/DA. These are remarkable achievements made by the Project to date, which 
demonstrate high performance of the Project in this regard.  

The achievements made so far, however, is not sufficient to verify if the piloted intervention is good 
enough for nationwide replication. Competency-based appraisal and promotion and subsequent policy 
effects (though beyond PDM in theory) have not been confirmed. In order to achieve Project Purpose to 
develop policy implementation plan good for nationwide implementation through pilot, areas not confirmed 
need to be clarified and verified.  

According to the schedule after the change due to early starting pilot, pilot should have been completed 
by MTR. However, a need for the 3rd cycle of pilot has been identified because some aspects of the Project 
such as application of promotion form, database etc. have not been piloted and verification through pilot 
has not been sufficient to date. Nationwide roll-out cannot be anticipated so soon due to economic 
deterioration in Ghana as well. Therefore it is agreed with MoE that pilot including monitoring needs to be 
continued at least in 2016/17.  

 
3-6 Recommendations 

Upon the conclusion and other statements described above, the MTR team recommends the following:  
(1) To continue pilot activity while develop questions to be answered to verify feasibility, effectiveness and 

sustainability (esp. financial feasibility) of the PTPDM policy implementation. It is recommended to 
verify if  PTPDM can boost SBI/CBI/DBI(District-based INSET) practice, SBI/CBI/DBI can improve 
teachers’ capacity, and eventually if PTPDM policy contributes towards improvement of students 
learning. Learning gap of students needs to be mitigated by promoting competent teachers who can 
contribute to students learning especially those with learning difficulties. 

  
(2) To check the pilot activities with the following points while anticipating the Education Bill to be enacted 

soon; (a) if it will have good implication for realistic training size and contents to be carried out by DEO; 
(b) if it will be consistent with future operation of National Teaching Authority (currently NTC); (c) if it 
is doable and easily implementable, and (d) if information are to be collected sufficiently to verify the 
pilot practices if they are good enough for nationwide replication. 

 
(3) To describe PTPDM Policy Guideline and handbooks concretely as much as possible in a way that 

readers can easily comprehend the contents and know actions to take. In preparation of the guidelines and 
handbooks, the following points would be worth mentioning while points made in (2) above be reviewed 
once again here 
・ Consistency of the guidelines and handbooks to the education bill and other related regulations 
・ Presentation of the guidelines and handbooks should be concise and simple 
・ The guidelines and handbooks should clearly state areas where DEOs strictly follow (especially in 

issuing license), and where DEOs are allowed to be flexible in managing appraisal and promotion 
Definition of “mandatory”(e.g. mandatory training) needs to be further specified in this context too. 

・ Sufficiently and flexibly set training requirements for every rank. For example, it would not be 
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necessary for DEO to set mandatory training organized by DEO for every rank considering 
pedagogical requirements to foster teacher and fiscal constrain, while SBI/CBI/DBI can be 
emphasized more as mandatory for certain rank.  

・ Where participation to training organized by DEO is considered for appraisal or promotion, the 
following items should be examined but not limited to;  
 Minimize cost of the training 
 Cost of such training should be covered by DEO/DA basically 
 DEO should request school, DA, etc., to cover the training fee to be paid by teachers.  Hence 

direct payment of fees by teachers shall be regarded as the last and exceptional option. 
 Clarify relationship between activities stipulated in the guidelines and current practices for 

in-service teachers conducted by DEO 
 Clearly describe which planning document (e.g., ADEOP, SPIP, etc,.) schools and DEO/DA 

to stipulate related activities of PTPDM policy implementation (e.g., training, SBI/CBI/DBI, 
etc.).  

 Nationwide replication to be scheduled after project completion should be regarded as a 
minimum but an effective one.   
 

(4) To design guidelines and handbooks to be consistent with the new way of teacher recruitment where 
DEO/DA are responsible for the recruitment while fresh graduates of the colleges of education and 
universities choose which DEO/REO to apply to 

 
(5) To reaffirm that areas captured by PTPDM contains in-service, pre-service and other elements related to 

teacher professional development.  
 
(6) To prepare a plan: (a) foster readiness of MOE/GES/DEO toward the end of the Project, and (b) conduct 

roll-out after the project completion scheduled in March 2018.  Once Education bill is enacted, DEO 
will be primarily responsible for the policy implementation while TED-GES will be responsible for 
supporting and advising the DEO based on the standards set by NTC. The followings are worth 
considering in preparing such plans. 

 
Towards the end of the Project  
・ Clarification of the role of NTC about PTPDM policy 
・ Appoint responsible person for PTPDM policy at MOE/GES 
・ Schedule to fully transit functions of the Japanese expert team to CP 
・ Pilot activity managed more by Ghanaian counterpart  
・ Print and distribute the guidelines and handbooks beyond the pilot district 
・ Replace appraisal and promotion section of the head teacher handbook in accordance with the 

PTPDM policy guidelines and handbook 
・ Sensitization of PTPDM Policy and its budget preparation by GES and DEO/REO nationwide to 

start implementation from 2018/19 of which budget preparation should starts January 2017 
 

Beyond the end of the Project 
・ Roll out of the PTPDM to all of the DEO/REO within 3-5 years from 2018/19. 

 
 

 



 
 

－1－ 

第１章 中間レビュー調査の概要 

１－１ 協力の背景 

ガーナにおいては、教育の量的拡大については着実に進捗しつつある一方で、その質の向上が残さ

れた大きな課題となっている。例えば、2013 年に実施された小学 6 年生向けサンプル学習状況調査

（National Education Assessment：NEA）の結果では、到達合格ラインとされる 55％の正答率を得た児

童の割合は、英語は 39％、同じく算数では 10.9％と報告されており、両科目ともに到達合格ライン

には及んでいない。また、中学 2 年生を対象とした国際数学・理科教育動向調査（Trends in International 

Mathematics and Science Study：TIMSS）2011 においては、全参加国（42 カ国）のうち、数学、理科

ともに最下位であった。 

このような状況を踏まえ、教育の質を担保する教員の能力向上が必要とされており、2011 年にガ

ーナ教育省が策定したセクター開発計画においては 6 つの教育サブセクター政策のうちの 1 つとし

て、「初中等教員の資質向上・管理（PTPDM）政策」1が謳われている。この政策は教員の能力やそ

の向上にかかる取り組みの実施状況を考慮した人事管理を行うことで、教員の職能成長を促進しよう

とするものである。 

なお、教員の能力向上にかかる重要な取り組みの 1 つと考えられるのが、学校や地域内での研修で

ある。わが国は 2000 年から 2013 年にかけて、3 つの技術協力プロジェクト2を実施し、小学校理数

科における学習者中心型授業普及のため、「授業研究」を中心とする学校内での研修の実施モデル及

びそのマニュアルの開発と全国普及を支援してきた。PTPDM 政策のもと、これまでの技プロで開発

された教員の研修プログラムが教員の人事評価に結びつけられることにより、教員にとってそれらの

研修を実施するインセンティブの高まりが期待される。 

今次プロジェクトは、教員の各階梯に必要な能力を踏まえた研修の実施モデル及び教員の能力や研

修受講歴等を踏まえた評価・昇進のモデルを構築することにより、教員の職能成長にかかる取り組み

を促進させるシステムの整備に取り組むものである。 

 

１－２ 調査の目的 

本調査の目的は以下のとおり。 

（1）これまで実施した協力活動について当初計画に照らし、投入実績、活動実績、計画達成度を確

認し、問題点を整理する。 

 

（2）合同評価委員会を組織し、計画達成度を踏まえつつ、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、

インパクト、持続性）の観点からプロジェクトの中間レビューを行う。 

 

（3）上記の評価結果に基づき、プロジェクト終了までの課題及び今後の活動計画について合同評価

委員会で協議し、プロジェクトチームやガーナ側関係機関に対し提言を行う。 

 

                                                        
1 Pre-Tertiary Teacher Professional Development and Management（PTPDM) Policy (2012）のこと。同政策文書はガーナ教育省のウェブ

サイト（http://www.moe.gov.gh/site/policy）より入手可能（2016 年 7 月現在） 
2  「小中学校理数科教育改善計画プロジェクト」（2000-2005）、「現職教員研修政策実施支援計画プロジェクト」（2005-2008）、「現

職教員研修運営管理能力強化プロジェクト」（2009-2013） 
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（4）評価・協議結果を合同評価報告書に取りまとめ、双方の合意事項としてミニッツ（Minutes of 

Meeting：M/M）を締結する。 

 

１－３ 調査団の構成 

（1）日本側調査団メンバー 

団  長：田中 紳一郎 国際協力専門員 

協力企画：徳川 詩織 JICA 人間開発部基礎教育グループ基礎教育第二チーム 

評価分析：荻野 有子 コーエイ総合研究所 

 

（2）ガーナ側合同評価メンバー 

Ms. Evelyn Owusu Oduro, TED Director（Project Manager） 

Mr. Gershon Dorfe, National INSET Unit（NIU）Coordinator 

Ms. Grace Agyeman Duah, National Trainer 

Mr. Emmanuel T. Aboagye, Deputy Executive Secretary, NTC 

 

１－４ 調査日程 

本レビューの現地調査は、2016 年 7 月 4 日（月）から 7 月 22 日（金）にわたり実施された（詳細

は「付属資料 1 の ANNEX 3」参照）。 

 

１－５ 主要面談者 

（1）教育省（Ministry of Education：MoE） 

Enoch H. Cobbinah, Chief Director 

 

（2）ガーナ教育サービス（Ghana Education Service：GES） 

Jacob A. Maabobr-Kor, Director General 

 

（3）教師教育局（Teacher Education Division：TED） 

Evelyn Owusu Oduro, Director, TED 

Gershon K. Dorfe, National INSET Coordinator, TED 

Gideon Ahoholu, NIU member, TED  

Francesca Haizel, NIU member, TED 

Grace Agyeman Duah, NIU member, TED 

Francis Addai, NIU member, TED 

Lawrence Sarpong, NIU member, TED 

Hazel Konadu- Sarpong, NIU member, TED 

 

（4）国家教員評議会（National Teaching Council：NTC） 

Augustine Tawiah, Executive Secretary 

Emmanuel T. Aboagye, Deputy Executive Secretary 
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（5）JICA ガーナ事務所  

Koji Makino, Resident Representative 

Yuko Ishizawa, Deputy Resident Representative 

Taro Kakehashi, Representative 

 

（6）PTPDM Project Team  

Kenichi Tanaka, Team Leader/Human Resource Management I 

Kenji Ohara, Deputy Team leader/Human Resource Management II 

Kenichi Jibutsu, Planning/Implementation of Training 

Kyoko Yoshikawa, Project Coordinator/Local Government 

Paul Buatsi, Senior Education Consultant 
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第２章 プロジェクトの概要 

２－１  基本計画 

２－１－１ 事業目的 

本事業の目的は、「ガーナにおいて初中等教員のキャリア階梯にかかる施策設計整備を行うこと

により、パイロット郡における階層別研修（新任・校長等）の受講がインセンティブとして教員の

昇格に反映されることをはかり、もって教員の資質向上を図ることに寄与する。」ことである。 

 

２－１－２ プロジェクトの要約 

現行プロジェクト・デザイン・マトリクス（Project Design Matrix：PDM）（2014 年 1 月版）に基

づくプロジェクトの要約は以下のとおり。PDM は付属資料 1 の ANNEX 1 参照。 

 

プロジェクトの要約 

スーパーゴール 職務の向上により、初中等教員3の能力が向上する。 

上位目標 パイロット以外の郡において、キャリア階梯メカニズムが施行される。 

プロジェクト目標 

 

キャリア階梯メカニズムが構築され、パイロット郡において必要な階層別研

修が実施される。 

成果 1 キャリア階梯の枠組みを含む PTPDM 政策実施計画案が更新される。 

成果 2 既存の教員データベースがキャリア階梯管理のために更新される。 

成果 3 必修とする研修コースが改訂／開発される。 

成果 4 成果 1 ～ 3 がパイロットの結果を受けて更新される。 

注：プロジェクト目標は英文 PDM（R/D 署名時）のもので事前評価表の和文とは異なる。 

    SBI は校内研修（School-Based INSET）、CBI はクラスター研修（Cluster-Based INSET）のこと。 

出所：現行（オリジナル）PDM（2014 年 1 月） 

 

なお、事前評価表のプロジェクト目標は「キャリア階梯メカニズムが構築され、パイロット郡に

おいて必要な階層別研修が実施される。」とある。他方、現行の英文 PDM のプロジェクト目標は、

“Career progress mechanism good for nationwide replication is formed, utilizing training records and 

SBI/CBI practice of pre-tertiary teachers.”（「研修履歴ならびに SBI/CBI 参加実績を活用した全国展開

に有効な初中等教員のキャリア階梯メカニズムが構築される（仮和約）」）であり内容が異なる。本

中間レビュー調査では英文 PDM を正式のものと位置づけ、それに基づいて調査を実施した。 

また、“Pre-tertiary education”とは「①就学前、初等教育、中等教育からなる基礎教育（the basic 

school level）、②高校、技術職業教育訓練（Technical and Vocational Education and Training：TVET）

校（the second cycle level）、③特別校（special schools）の 3 つのレベルからなる」と PTPDM 政策

に定義されている。したがって、本プロジェクトが対象とするのはこれら 3 つのレベルである。ま

た、基礎教育レベルとは、4 歳から 15 歳を対象とし、幼稚園（Kindergarten：KG）で 2 年間）、小

学校（Primary で 6 年間）、中学校（Junior High School：JHS）3 年間）の合計 11 年間である（無償

義務教育）。 

                                                        
3 「初中等教員」は、PTPDM 政策が対象とする Pre-Tertiary の 3 つのレベルの全教員を対象としている。 
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２－１－３ 本事業の受益者（ターゲットグループ） 

直接受益者：パイロット地域の幼・小・中・高等・TVET 教員約 6,300 人 

※それらの教員による授業受講生徒は約 146,400 人と推定される。 

 

２－１－４ プロジェクトの対象郡（パイロット郡） 

プロジェクトの対象郡の選定にあたっては、地理的、社会経済的観点等も配慮し、要請書に記載

されている南部の計 3 郡（グレーター・アクラ州、セントラル州、イースタン州から各 1 郡）に加

え、北部貧困 2 州から計 2 郡を選定し計 5 郡をパイロット郡とした。 

 

パイロット郡 

地域 州 郡 

南部 

グレーター・アクラ シャイ・オスドク（Shai-Osudoku） 

セントラル アジュマコ・エンニャン・エシアン（Ajumako / Enyan / Essiam）

イースタン アッパーマニャ・クロボ（Upper Manya Krobo） 

北部 
ノーザン サベルグ・ナントン（Savelugu-Nanton） 

アッパーイースト カセナ・ナンカナ・イースト（Kassena Nankana East） 

出所：「第 1 年次業務進捗報告書（その２）」（2015 年 6 月） 

 

２－２ プログラムにおける位置づけ 

対ガーナ共和国事業展開計画（2014 年 4 月）において、4 つの重点分野（中目標）のうちの 1 つと

して保健・理数科教育（重点分野 3）が設定されている。重点分野 3 には 2 つの開発課題（小目標）

が設定されており、本プロジェクトは、「開発課題 3-2：理数科教育」の中の「基礎教育改善支援プ

ログラム」に位置づけられている。 

 

「基礎教育改善支援プログラム」の概要 

協力プログラム名 協力プログラム概要 

「基礎教育改善支援

プログラム」 

貧困地域（地方農村部）の基礎教育サービス向上を目的とし、安全な学習環

境へのアクセス、質、学校運営改善の観点から、学校整備、教員研修、現職

教員再訓練、地方分権化の流れをくんだ教育行政の運営改善に集中して取り

組む。 

出所：対ガーナ共和国事業展開計画（2014 年 4 月） 
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２－３  実施体制 

本プロジェクトは、カウンターパートとして政策策定を担うガーナ教育省と傘下の実施機関である

GES/TED とする。なお、TED に代わり NTC に機能が移管される予定であるところ、現段階では両

局をカウンターパートとして位置づけている4。プロジェクトの実施体制は以下の図のとおり。 

 

出所：R/D（2014 年 1 月） 

プロジェクトの実施体制図 

 

２－４  事業スケジュール 

2014 年 4 月～2018 年 3 月を予定（計 48 カ月）。 

                                                        
4 教育法（Education Act）778 によると、NTC はガーナ教員政策の施策（免許状の管理、教員登録等を含む）をつかさどると位置

づけられる。2013 年 10 月の詳細計画策定調査時点では NTC への機能移管がなされておらず、総裁以下数名の幹部が任命されてい

たものの、組織体制や新組織がどの程度機能するか不透明であったため、当面は要請書通り「NTC の機能を支援するガーナ教育サ

ービス（GES）の教師教育局（TED）」を主たるカウンターパートとした。2014 年 1 月の R/D 署名時に、GES/TED をプロジェクト

実施の主要機関と位置づけ合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）の議長も務めることが再確認されるとともに、NTC
の本格的な立ち上げに伴いこれら役割を NTC への委譲にする件については改めて検討することとした。しかし、プロジェクト開

始後も、TED から NTC への機能移管も進んでいないことから、2016 年 7 月の中間レビュー時点におけるプロジェクトの実施体制

は、当初から変更されていない。 
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第３章 評価の方法 

３－１  評価の枠組み 

本中間レビューは、プロジェクト開始当初にガーナ側・日本側で合意された PDM、実施計画（Plan 

of Operations：PO）や関係資料に基づいて評価設問（調査すべき項目）を検討し、プロジェクトの実

績、実施プロセス、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）に関する評価グリ

ッドを作成し、同評価グリッドに沿って評価を行った。PDM、PO ならびに評価グリッドは付属資料

1 の ANNEX 1、2 及び 4 参照。手順は以下のとおり。 

 

（1）プロジェクトの実績 

プロジェクトの実績について、投入（インプット）、成果（アウトプット）、プロジェクト目標、

上位目標、スーパーゴールについて、計画ならびに現行 PDM 指標に則して検証した。  

 

（2）実施プロセス 

実施プロセスについて、活動は計画に則して実施されてきたのか、プロジェクト・マネジメン

トは適切であったかなどを確認し、プロジェクトの実施プロセスに影響を与えた貢献・阻害要因

を把握した。  

 

（3）5 項目評価 

プロジェクトは、以下に説明する 5 項目の評価基準に基づいて分析・評価した。 

 

5 項目評価 

1. 妥当性 
（Relevance） 

妥当性は、プロジェクトの正当性や必要性を問う視点である。プロジェクト目

標はターゲットグループのニーズに合致しているか、プロジェクトは政策との

整合性があるか、プロジェクトの戦略やアプローチは妥当かなどを評価する。 

2. 有効性 
（Effectiveness） 

有効性は、想定された対象者・社会に対してプロジェクトの実施により便益が

もたらされるかを問う視点である。（プロジェクト目標と成果の関係を明らかに

し、プロジェクト目標の達成度を測る） 

3. 効率性 
（Efficiency） 

効率性はリソース・投入が成果に転換されているかを問う視点で、主としてプ

ロジェクト・コストと効果の関係に焦点を当てる。 
4. インパクト 
（Impact） 

インパクトはプロジェクトの実施によって生じる、長期的な視点の効果を問う

視点で、直接的・間接的、正・負、想定された・想定されなかった効果を含む。

5. 持続性 
（Sustainability） 

持続性は、プロジェクトによる効果が支援終了後も持続・拡大されうるかを問

う視点である。 

 

３－２  情報・データ収集方法 

既存の文献・各種報告書（業務進捗報告書、JCC 議事録、活動実績資料等）に加え関係者への質問

票調査、インタビュー調査を実施し必要な情報・データの収集を行った。また、パイロット 1 郡、非

パイロット 1 郡も訪問し郡教育事務所や学校でもインタビュー調査を行った。詳細は日程表参照（付

属資料 1 の ANNEX 3）。 
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３－３  結論の導出及び報告 

調査結果については、2016 年 7 月 21 日（木）に開催されたプロジェクト JCC において報告のうえ、

ミニッツ及び合同レビュー調査報告書として取りまとめ、教育省において署名を行った。詳細は付属

資料 1. ミニッツ参照。 

また、これまでの進捗や環境変化等を踏まえ、調査期間中に双方協議を行い新たに PDM ならびに

PO の改訂が合意された。詳細については付属資料 1 の ANNEX 16 と 17 の PDM 改訂案及び PO 改訂

案を参照。 

 

３－４  調査実施上の制約 

パイロット郡の視察はアクセスのよい南部 1 郡のみにとどまり、北部パイロット郡である貧困郡は

訪問していない。また、訪問した学校もアクセスの関係から郡教育事務所近くの学校であった。非パ

イロット郡も訪問したが、首都のアクラ・メトロ郡であった。首都部以外の非パイロット郡の視察は

していない。パイロット各郡の現状については、プロジェクトによるモニタリング情報も限られた。

本中間レビュー調査は、以上のような制約の中で実施されたことに留意されたい。 
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第４章 プロジェクトの実績 

４－１ 投 入 

４－１－１ 日本側 

中間レビュー調査時点における日本側投入は以下のとおり。（詳細は付属資料 1 の ANNEX 5 参照） 

（1）JICA 専門家チーム 

合計 8 名（50.6 MM）＊2014 年 5 月から 2016 年 8 月までの期間。 

 

（2）ローカルコンサルタント 

シニア・コンサルタント 1 名（教育政策）。 

 

（3）研修 

分類 参加者数 

カウンターパート研修（本邦） 7 人 

その他本邦研修 9 人 

第三国研修 21 人 

合計 37 人 

 

（4）機材 

総額 USD 41,443 相当の機材が、プロジェクトにより整備された。 

総額 GHS 218,115 相当の事務機器が、JICA ガーナ事務所を通じて整備された。 

 

（5）現地経費 

合計 37,629,722 円（2016 年 5 月末時点）。 

なお、上記の金額は、中央政府・郡レベルの研修費用の 7,889,933 円を含む。討議議事録（Record 

of Discussions：R/D）において、研修開催費・参加費は原則先方予算とされているが、先方予算

が十分に確保されず活動が遅延したため、先方からレターを取り付けたうえで、一部 JICA プ

ロジェクト予算を充てることとなった。 

 

４－１－２ ガーナ側 

中間レビュー調査時点におけるガーナ側投入は以下のとおり（詳細は付属資料 1 の ANNEX 6 参

照）。 

（1）カウンターパートの配置 

合計 14 名。 

プロジェクト・ダイレクターは GES 総裁、プロジェクト・マネジャーは TED 局長。 

 

（2）アドミニスタッフ 

秘書 1 名、ドライバー	1 名（ただし、秘書、ドライバーのプロジェクト活動のための交通費

や超過勤務費はプロジェクト負担）。 
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（3）施設・設備 

プロジェクト用執務室及び会議室。 

 

（4）その他経費 

R/D において、研修開催費・参加費は原則ガーナ予算とされ、PDM では研修・オリエンテー

ション・ワークショップ・ミーティング・交通費・印刷代などはガーナ側の投入と整理されて

いる。しかし、先方予算が十分に確保されず活動が遅延した。 

これまで教育省から GES/TED に対し、プロジェクト活動にかかる予算は配布されていない。

以下は、過去 3 カ年にわたる TED のプロジェクト関連予算申請と実際の配布額の推移である。

2014 年度（会計年度は 1～12 月）の配布額はゼロであり、2016 年度も中間レビュー時点での配

布額はゼロである。2015 年度は、全国の郡の数が増えた際 GPEG5対象郡ではない 28 郡に対し

て研修・モニタリング予算として配布があったが、パイロット郡は含まれていない。 

 

TED によるプロジェクト関連費用申請額と配布額（2014～2016 年度） 

（単位：GHS） 

会計年度 申請額 配布額 説明 

2014 年度 104,000.00 0 Good & services（初中等教育運営にかかるセミナー、会議、

ワークショップ、ミーティング費用等）として申請したが配

布なし 

2015 年度 325,000.00 89,489.93 申請したGood & services予算全体額に対し、新 28郡（非GPEG

対象）限定予算としてのみ配布あり 

2016 年度 51,740.00 0 非貧困郡でのモニタリング等として申請したが、中間レビュ

ー時点で配布なし 

注：会計年度は 1～12 月 

出所：GES 

 

このため、TED では他費目からの流用や内部資金（Internally Generated Fund：IGF）で賄う努

力をしてきたものの限りがあるため、先方からレターを取り付けたうえで、2014 年 12 月及び

2016 年 5 月に一部 JICA プロジェクト予算を充てることとなった。なお、ガーナ側で負担した

研修費用については、付属資料 2 の研修実績表を参照。 

 

４－２ 成果、プロジェクト目標、上位目標、スーパーゴール 

４－２－１ 成果（アウトプット） 

プロジェクトの 4 つの成果の達成状況は以下のとおりである。 

 

成果 1 キャリア階梯の枠組みを含む PTPDM 政策実施計画案が更新される。 

指標 1-1. パイロットのための枠組みのドラフトが GES によってデザインされる。 
1-2. 昇進のための人事考課表（appraisal form）が修正される。 

                                                        
5  「教育のためのガーナ・パートナーシップ基金（Ghana Partnership for Education Grant）は、総額 75.5 百万ドルで、期間は当初 2012
年 10 月～2015 年 10 月の予定であったが、2016 年 8 月までに延長された。 
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成果 1 は達成しつつあるが、ガイドラインならびに現職教員スタンダードは、2016/17 年度パイ

ロット活動開始前に最終化を急ぐ必要がある。各指標の達成状況は以下のとおり。 

 

指標1-1. パイロットのための枠組みのドラフトがGESによってデザインされる。 

【枠組み（PTPDM Policy Framework Guideline）ならびに現職教員スタンダードの作成が進めら

れてきたが、2016/17 年のパイロット活動開始に向けて最終化される必要あり】 

 

これまでの達成状況 

当初計画では、プロジェクト開始後 1 年間は制度構築に注力し、2015/16 学年度からパイロット

活動を実施することを予定していた。しかし、2014 年 6 月、ガーナ教育省の強い要望により、パ

イロット活動の開始を 2014 年 9 ～ 10 月に前倒しし、並行して制度構築を実施するというスケジュ

ールに変更せざるを得ない状況となった。教育省からのレターは付属資料 3 参照。 

これにより、1 年次（2014/15）パイロット活動（南部 3 郡）開始前に、PTPDM 政策実施計画案6を

見直し修正を加えて、パイロットのための PTPDM 政策実施計画枠組み（キャリア階梯枠組み含む）

をデザインした。教員のキャリア階梯・資質・研修表（Teacher Career Competency Framework）も

作成された。しかし、短時間に急いで行ったため質が十分ではなく、特にキャリア階梯の各レベル

のコンピテンシーについては、簡易な調査と国家現職教員研修ユニット（National INSET Unit：NIU）

メンバーとの協議をもとに作成せざるをえなかった。そのため、1 年次のパイロット終了後、2 年

次のパイロット活動に向けて上記枠組みを改めて見直し、作成しなおした。この時点の教員のキャ

リア階梯・資質・研修表は付属資料 1 の ANNEX 7 参照。 

また、1 年次のパイロットを通じ、政策にかかる全体の輪郭を明らかにしたうえで構造設計を行

い、包括的なガイドライン作成の必要性が認識された。そのため、2015 年 11 月頃より、PTPDM

政策に関連する以下の各コンポーネントをカバーした PTPDM 政策枠組みガイドラインの作成に

着手した。 

1. PTPDM Policy 

2. Teacher Rank 

3. Career Progression 

4. Teacher Competency 

5. In-Service Education and Training (INSET) Programme 

6. Promotion 

7. Teacher Performance Appraisal 

8. Licensing 

9. Appointment to Positions with Additional Duties 

10. Database 

 

同ガイドラインは NIU、TED、NTC、GES、教育省、教員養成校（College of Education：CoE）、 

T-TEL Project 7や教員組合などの関係機関との綿密な検討・協議に基づいて作成された。直近のガ

イドライン・レビュー会合は、2016 年 5 月 16 日から 18 日に実施されている。なお、まだ内容は

                                                        
6  R/D 添付の Implementation Plan of the PTPDM Policy (draft as of 19 Feb 2013) 
7  DfID による教員養成校支援プロジェクト（Transforming Teacher Education and Learning Project） 
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完成していない。詳細目次は付属資料 1 の ANNEX 9 参照。レビュー会合以降の現行ガイドライン

（案）は付属資料 4 参照。 

 

今後の予定 

同ガイドラインは、2016/17 年度のパイロット開始までに「パイロット向け PTPDM 政策実施計

画枠組みの最終案」として早めに最終化され、合意される必要がある。また、教員のキャリア階梯・

資質・研修表も再度改訂され、2016年 5月時点では「現職教員スタンダード（competency based teacher 

standard for in-service teachers）」という名称で、現在も改訂中である（付属資料 1．合同レビュー

調査報告書の ANNEX 10 参照）。同スタンダードは、PTPDM 政策の「能力に基づく評価と昇進」

を規定するものであることから、ガイドラインとともにパイロット向けに最終化を予定している。 

 

指標1-2. 昇進のための人事考課表（appraisal form）が修正される。 

【公務員人事委員会（Public Service Commission：PSC）の人事考課表に則した教員向け評価ハン

ドブックが作成され、全 GES 教職員が使用すべく GES のウェブサイトに掲載されており、プロジ

ェクト終了までに更に改訂される予定】 

 

これまでの達成状況 

「昇進のための人事考課」のプロセスとして、まず学校レベルで教員評価が行われる。教員評価

では、GES の教員評価フォームが使われていたが、ガーナの全公務員の評価に共通の評価フォー

ムを PSC が導入することとなった。その機を捉えて、プロジェクトでは PSC フォームに校長や教

員が評価を記入する際に教員のパフォーマンスを的確に評価できるよう解説した教員評価ハンド

ブック（Handbook for Teachers on Performance Management）8を開発した。その際、PSC のハンドブ

ック9も参考にした。PSC フォームにはコンピテンシーの評価や研修歴を記載するセクションもあ

るため、PTPDM の理念とも合致している。教員評価は毎年行われるもので、教員の継続的な評価

と能力開発を可能にする。教員評価ハンドブックは GES のウェブサイトに掲載され、2015/16 年度

より全 GES 教職員の使用を指示している。 

 昇進は、学校レベル、郡／州レベルでの昇進のための人事考課を経て中央へ申請される。昇進

手続きについては、ガイドライン作成を通じた制度構築を行っているところで、パイロットは行っ

ていない。 

 

今後の予定 

教員評価ハンドブックについては、現在改訂中の現職教員スタンダードとも整合させ、かつ使い

やすいものとすべく改訂される予定である。昇進については既存の GES の昇進フォーム改訂を行

い、2016/17 年度のパイロット活動で検証する予定である。 

 

 

                                                        
8 教員評価ハンドブック、PSC 評価フォームとも GES の以下のサイトの Promotions から入手可能。 http://www.gespostings.net/（2016
年 7 月現在） 

9  Human Resource Management Policy Framework and Manual for the Ghana Public Services, Public Service Commission は、PSC の以下の

サイトから入手可能。http://www.psc.gov.gh/policy-documents.html（2016 年 7 月現在） 
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成果 2 既存の教員データベースがキャリア階梯管理のために更新される。 

指標 2-1. 総合（comprehensive）データベースが、キャリア階梯に必要な情報を提供でき

る。 

 

成果 2 は、データベースの枠組みは開発されたが、データ入力とその活用にかかるパイロットを

2016/17 年度で急ぎ実施する必要がある。指標の達成状況は以下のとおり。 

 

指標2-1. 総合（comprehensive）データベースが、キャリア階梯に必要な情報を提供できる。 

【教員評価やライセンス付与・キャリア階梯にかかる決定に必要な研修履歴の管理用のデータベ

ースの枠組みは作成されたが、データ収集・入力・活用についてのパイロットは 2016/17 年度から

実施】 

 

これまでの達成状況 

データベースは教員の基本情報、評価結果、研修履歴等の管理のために使用され、ライセンスの

付与や昇進の判断をするための参照情報となる予定である。当初、活用することを想定していた既

存のデータベース（統合個人給与データベース（IPPD）10、教育管理情報システム（Education 

Management Information System：EMIS）等）は、教員評価や研修履歴のデータベース向けには情報

が不十分であることがわかった。しかし、全現職教員のデータ入力は、すべての証明書や写真のス

キャンも含み膨大な作業となることから、プロジェクトのリソースでは新たにデータベースを作成

することも実施不可能と判断した。 

以上のような状況にかんがみ、データベース構築の方針は変更され、プロジェクトはクラウドシ

ステムの活用を試み、システムが GES の情報通信技術担当部門（Information and Communication 

Technology：ICT）により開発された。データ入力は、プロジェクトで開発したショートメッセー

ジサービス（Short Message Service：SMS）を使ったシステムが技術的に利用可能であることがわ

かった。ダミーデータを用いて試験的運用を行った結果、マイクロソフトのシェアポイントを使っ

てデータが適切に送信されることが確認された。データ収集は、教員が研修履歴を記載する「教員

ログブック」を活用することとした。「教員ログブック」は校長によって学校ごとに「学校ログブ

ック」にまとめられ、郡教育事務所に提出されることを想定している。教員ログブックは、2014

年ならびに 2015 年の新任教員導入研修時に全参加者に配布された。また、実際のデータ入力も、1

郡で試しに行われた。 

データベース構築の全体的な構想は付属資料 1 の合同レビュー報告書の ANNEX11 参照。学校、

郡、中央のレベル別のデータベースの開発状況は次頁の表にまとめられる。 

 

                                                        
10  IPPD（Integrated Personnel Payroll Database）は、GES 人的資源管理局（Human Resource Management Division：HRMD）にある統

合個人給与データベースのこと。 
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データベース開発状況 

レベル 担当者 現状 

学校 

教員 
・ 教員ログブックが開発され、2014 年ならびに 2015 年の新任教員導入研修

時に、全参加者（BT）に配布（南部 3 郡） 

校長 

・ 学校ログブック開発済み（未配布） 

・ 新任教員による教員ログブック使用状況確認ののち、学校ログブックを配

布する予定 

郡 
郡教育事務所

人事（HR） 

・ データ入力フォーマット作成済み 

・ 新任教員の1年間の導入プログラムの進捗状況について1郡でデータ入力

を試験的に実施し、他郡についても実施予定 

・ データ管理の研修予定 

・ 既存のデータベースのレビュー予定（教員の基本情報等の活用可能性を確

認）  

中央 
（開発担当）

GES-ICT 

・ クラウドシステムとシェアポイントを活用したデータベース枠組み構築

済み 

・ SMS によるダミーデータを用いたデータ入力・送信の試験を通じた実行

性確認済み 

 

今後の予定 

残り期間において、パイロット活動を通してデータベースの管理にかかわる人材育成を進めると

同時に、郡のもつ教員データベースの実用可能性を含め、実際にどのような情報収集・管理方法が

適切であるかを確認し、現実的に運用可能なデータベースの構築を更に推し進める。 

2016/17 年度のパイロットでは、全新任教員を対象11に学校でログブックによりデータが収集さ

れるか、郡レベルで学校からのデータを収集し入力できるか、そのデータが中央レベルのデータベ

ースにアップロードされて活用できるのか、といった学校から郡を介して中央レベルまでの一連の

試行を行う予定である。具体的には以下の活動を想定している。 

•  パイロット郡の全校・全教員に対し学校ログブック、教員ログブックを配布 

•  関係者に対しデータ入力の研修 

• 郡レベルで、既存データベースを活用し、新任教員のデータ入力〔評価結果、推奨される研

修・修了した研修、現職教員研修（In-Service Education and Training：INSET）情報〕 

•  郡／州から GES と NTC へのデータ送信 

•  ライセンスの付与や昇進の判断のためにデータの活用（郡、GES、NTC） 

•  データ活用のための関係者の研修（郡／州、GES、NTC）  

•  全国展開にかかる費用見積もり12 

•  教員養成大学からデータの取り出し 

                                                        
11 全教員応募者のデータベースシステムが、GES-ICT において機能している。同システムでは、登録料を支払い、応募者自らが

ウェブサイト上でデータを入力するというもの。将来的に新任教員についてはこのデータを活用できる可能もある。 
12 郡レベルにおいては、政府の方針としてインターネットを全郡事務所に整備することになっており徐々に進んでいるため、全

国展開の時期（プロジェクト終了後 3 ～ 5 年という仮定）に郡にインターネットが整備されていると想定している。一方で、接続

料、費用負担などについては確認が必要である。また、中央レベルにおいてクラウドシステムを稼働させる場合の費用についても

検討が必要である。 
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また、上記に加え現職教員も対象にパイロットを行う。いくつかの学校あるいは郡を選んで、郡

の既存データベースを活用して現職教員の評価・昇進に関連するデータの入力・管理がどこまでで

きるのかを試行する予定であるが、パイロット全郡全校を対象とすることも可能であれば行う。そ

のためには、既にパイロット 3 郡において 2014 年、2015 年の研修に参加した初任者には配布され

ている教員ログブックを、全教員に配布する必要がある。 

なお、本指標は具体性に欠けるため修正が必要である。 

 

成果 3 必修とする研修コースが改訂／開発される。 

指標 3-1. 必修とする研修コースのカリキュラム・教材が開発される。 

 

成果 3 は達成に向けて進展しているが、2016/17 年度のパイロット活動の前に、現職教員スタン

ダードの最終版と内容を整合させる必要がある。指標の達成状況は以下のとおり。 

 

指標3-1. 必修とする研修コースが改訂／開発される。 

【既に初任者・校長志願者のための研修プログラム・教材が開発済み。今後、最終化された現職

教員スタンダードに合わせて改訂がなされる予定】 

 

これまでの達成状況 

〈本成果の対象〉 

本成果が対象とするのは、初任者（Beginning Teacher：BT）と校長志願者（Head Teacher Aspirant：

HTA）に相当するランク（Senior Teacher：ST）である。英文 PDM の活動 3-2 Develop induction training 

courses and materials（beginning teacher and principal teacher II）によると、導入研修コースや教材を

作成する対象は BT と Principal Teacher II とあり、詳細計画策定調査報告書によれば「初任者教員

研修及び校長向け研修」とある。しかし、「昇進が行われてから、その職位が必要とする資質を身

につける研修を行うのか、もしくは、昇進に必要な資質を身につけるための研修を行うのか」につ

いてプロジェクト開始後に検討した結果、後者となった。したがって本成果では、「BT」と「HTA」

研修コース・教材の開発を対象としている。 

なお、BT にはランクはなく13、ST は校長となることのできる 1 つ手前のランクである14。また、

ランクとポジションは同一ではなく、ランクに複数のポジションが対応する。キャリア階梯の現行

案は次頁のとおりである。 

                                                        
13 初任者にランクはない。現行制度では、給与として教員養成大学時代にもらっていた額を受け取り、正式にアポイントされ手

続きが終了してから、ランクの付与とそのランクの給与がもらえることになる。 
14 新ランク（案）では Basic School の校長は、Principal Teacher（現 Assistant Director II) からなることができるため、本プロジェ

クトにおける校長志願者とは、この Principal Teacher の 1 つ前のランクである Senior Teacher（ST）に相当し、ST として最低 4 年

間勤務したあとに昇進の申請ができる。現在シニア教員ランクはまだないため、キャリア改訂案が承認されたら 2017/18 年度から

適用されるが、移行期間も必要である。また、規定ランクに達していなくても、実際は上位のポジションにもなれる。研修内容は

ランクに対応する複数ポジション向けにできているが、実際は他ランクの教員も校長になっている。（遠隔地で教員不足の学校等） 
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キャリア階梯案 
 

教員キャリア階梯（学位取得者） 

 

教員キャリア階梯（ディプロマ取得者） 

4 years
Associate Director

Senior TeacherSenior Teacher

Teaching Management

Professional Beginning Teacher Non‐Professional Beginning Teacher

+                                  = 4 Years (Total)Induction / Licensing       Competency
1 Year                         3 Years        

= 4 Years (Total)

Induction  +   Certificate / Licensing / Competency
1 Year                          3 Years        

Principal Teacher

Senior Principal Teacher

Master Teacher

Senior Master Teacher

Principal 
Master Teacher

Senior Director

Principal 
Director

4 years

4 years

4 years

Starting Points & Progression –Graduates

出所：PTPDM Policy Framework Guideline ドラフト（2016 年 5 月時点） 

4 years
Associate Director

Junior TeacherJunior Teacher

Teaching Management

Professional Beginning Teacher Non‐Professional Beginning Teacher

+                                  = 4 Years (Total)Induction / Licensing       Competency
1 Year                         3 Years        

= 4 Years (Total)

Induction  +   Certificate / Licensing / Competency
1 Year                          3 Years        

Senior Teacher
Principal Teacher

Senior Principal Teacher

Master Teacher

Senior Master Teacher

Principal 
Master Teacher

Senior Director

Principal 
Director

4 years

4 years

4 years

4 years

Starting Points & Progression –Diplomas
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初任者の必修研修プログラム（Mandatory Training Courses）は、以下のコンポーネントから構成

される。 

① オリエンテーション（Orientation） 

② 導入研修（Induction Training） 

③ 校内研修（SBI）／クラスター研修（CBI）／部門研修（DBI） 

④ サーティフィケート研修（Professional Certificate Training）＊無資格教員のみ 

上記のうち、①オリエンテーションと③SBI/CBI/CBI は学校レベルあるいはサーキット・クラス

ターレベルで行われる。②は郡レベルの研修を想定する。成果 3 で開発した研修コース・教材は、

このうちの②導入研修に相当する。初任 1 年目の必修研修プログラム修了ののち無事アポイントメ

ントされると、学歴により Junior Teacher または Senior Teacher のランクが付与される。 

 

〈研修プログラム・教材の開発〉 

研修ニーズ調査（2014 年 8 月）や、先行 INSET プロジェクトのリソースを活用し、初任者・校

長志願者のための研修コース・教材が開発された。 

 

開発・試行された研修コース、カリキュラム、教材 

コース 教材 トレーナー 対象者 

初任者研修向け

ToT  

- Guidelines for the Induction Training 

Programme for Beginning Teacher 

- Handbook for Principal Teacher Aspirants 

- Power point presentations 

NIU 1 郡 15 名 
校長志願者向け

ToT  

初任者導入研修 
- BT’s Handbook 

- SBI/CBI/DBI Handbook15 郡 

トレーナー 

全新任教員 

校長志願者研修 - Handbook for Principal Teacher Aspirants 
全現職校長（校長

志願者ではない）

 

2014/15 年度に南部 3 郡を対象に実施された指導員訓練（Training of Trainer：ToT）は、初任者向

け、校長志願者向けとも各 5 日間であったが、2015/16 年度に北部 2 郡を対象に実施した際は、5

日間で両方をカバーした。その際の研修プログラムは付属資料 1 の ANNEX 13 参照。また、初任

者導入研修（5 日間）のスタンダード・プログラムは同 ANNEX 14 参照。なお、同プログラムの冒

頭に記載されているとおり、これは内容のスタンダードを規定しているものであり、実際の研修プ

ログラムは各郡におけるニーズに応じて適宜改訂して実施するようになっている。 

校長（志願者）研修は、「校長志願者向けハンドブック」に基づき、各郡でプログラムをデザイ

ンすることが期待されている。郡によってプログラムも異なることを想定し、サンプル・プログラ

ムは特に作成していない16。 

 

 

                                                        
15  BT ハンドブックの内容が導入研修、SBI/CBI/DBI ハンドブックの内容が SBI/CBI に使用される。 
16  ハンドブックでは 3 日間のモデルが示されている。 
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今後の予定 

2016/17 年度のパイロット活動の前に、現在改訂中の現職教員スタンダードの最終版と内容を整

合させる必要がある。 

 

成果 4 成果 1～3 がパイロットの結果を受けて更新される。 

指標 4-1. パイロット地区において、PTPDM における SBI/CBI 訓練および研修履歴とリ

ンクして、xx ％の教員の昇進がなされる。 
4-2. パイロットの結果を反映し、枠組みが改良される。 
4-3. パイロットの結果を反映し、データベースが改良される。 
4-4. パイロットの結果を反映し、必修とされる研修コースのカリキュラムと教材が

改良される。 

 

成果 4 は、いくつかの要素については 2014・2015 学年度のパイロット活動をもとに更新されて

いるが、パイロット活動において「何をどのように検証するか」というリサーチクエスチョン・リ

サーチの枠組みが規定され関係者間で共有されていなかったことが判明。「計画（Plan）－実行（Do）

－評価（See）－改善（Improve）」の PDSI サイクルに則してパイロットを行い、成果 1 ～ 3 の更新

を急ぎ全国展開可能な PTPDM 政策を実証する必要がある。各指標の達成度は以下のとおり。 

 

指標4-1 パイロット地区において、PTPDMにおけるSBI/CBI訓練および研修履歴とリンクして、

xx ％の教員の昇進がなされる。 

【2016/17 年度に、PTPDM 政策に則した昇進手続きのパイロットを実施予定】 

 

これまでの達成状況 

実際の昇進は空席の有無といった要素も関係し、国レベルで行われるため、パイロット郡のみで

試行することはできない。よって、上記指標は適切ではない。また、SBI/CBI や研修履歴のデータ

入力・活用についてはまだ開始されていない。 

 

今後の予定 

上記の指標をパイロットという文脈に置き換え、GES の昇進フォームを改訂し、2016/17 年度に

PTPDM 政策に則した昇進手続きを試行する予定である。 

 

指標4-2 パイロットの結果を反映し、枠組みが改良される。 

指標4-3 パイロットの結果を反映し、データベースが改良される。 

指標4-4 パイロットの結果を反映し、必修とされる研修コースのカリキュラムと教材が改良される。 

【いくつかの要素については 2014/15 年度、2015/16 年度のパイロット活動をもとに改良されて

いるが、パイロットの結果についてはモニタリング不足による限定的な情報に基づくものである】 

 

これまでの達成度 

〈パイロットのサイクル〉 

南部 3 郡ではパイロット 2 サイクル目の終わりにさしかかっており、北部 2 郡では 1 サイクル目

が始まったばかりである。「枠組み」「データベース」「必修とされる研修コースのカリキュラムと
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教材」にかかるいくつかの要素については 2014/15 年度、2015/16 年度のパイロット活動をもとに

改良されている。 

 

〈パイロット郡での研修実施〉 

成果 3 で開発された研修プログラム・教材を用いて、パイロット全 5 郡において ToT 研修は実

施済みである（ただし、北部 2 郡の ToT は 2016 年 4 月に実施されたばかり）。また、ToT 研修後

に、初任者・校長研修を以下の表のとおり実施した。 

 

パイロット 5郡における初任者導入・校長研修実施実績（2016 年 8 月 1日現在） 

郡 
初任者導入研修（BT） 校長研修（HT） 

2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

南

部 

アッパーマニャ・

クロボ 

2015 年 2 月

（5 日間） 

2016 年 3 月 

（4 日間） 

2015 年 5 月 

（5 日間） 
未実施 

アジュマコ・エン

ニャン・エシアン

2015 年 2 月

（5 日間） 

2016 年 3 月 

（3 日間） 

2015 年 6 月 

（2 日間） 
未実施 

シャイ・オスドク
2015 年 2 月

（5 日間） 

2016 年 3 月 

（5 日間） 

2015 年 6 月 

（5 日間） 

2016 年 5 月 

（3 日間） 

北

部 

サベルグ・ナント

ン 
 

2016 年 7 月 

（5 日間） 

＊初任者・校長合同

 

2016 年 7 月 

（5 日間） 

＊初任者・校長合同

カセナ・ナンカ

ナ・イースト 

 

 

2016 年 6 月 

（5 日間） 

＊初任者・校長合同

 

2016 年 6 月 

（5 日間） 

＊初任者・校長合同

注：南部 3 郡は 2014/15 年度より、北部 2 郡は 2015/16 年度よりパイロット開始、北部 2 郡は GPEG 対象郡 

出所：プロジェクト資料 

 

なお、成果 3 は校長志願者向けの必修研修を開発することになっている。しかし、そのために、

プロジェクトではまず現職の校長を対象にパイロット活動の一環として以下の複数の目的をもっ

て研修を行った。したがって、まだ校長志願者を対象とした研修は実施されていない。 

① 校長に必要な資質・コンピテンシーを確認する。 

② 現職校長が新任教員に対し適切な導入訓練を行えるようにする。 

③ プロジェクトで開発したハンドブックに基づき、教員評価を適切に行えるようにする。 

ToT、初任者・校長研修実施実績の詳細（実施日程、参加者数、費用負担等）については、付属

資料 2 参照。 

 

〈活動の進捗とモニタリング／パイロットの検証〉 

2015 年 9 月にパイロット郡の参加者によるレビュー会合を開催し、主に研修教材についてレビ

ューを行っている17。中間レビュー時点において、BT ハンドブックは改訂を重ね第 4 版となって

                                                        
17  南部 3 郡での第 1 回パイロット活動終了後、2015 年 9 月に初任者ハンドブック、校長ハンドブック、SBI/CBI/DBI ハンドブッ

ク、教員評価ハンドブックのレビューを行った。北部 2 郡も含め全パイロット郡から参加した。 
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いる。校長ハンドブックは第 1 版のままである。 

他方、まだパイロットが行われていない、あるいは行われていてもモニタリングが不十分である

ため、モニタリング情報に基づいて改良するという体制が整っていないことが指摘される。活動

4-4「(4-4) 郡による次の活動を支援する：研修実施、修了証／教員免許状発行、研修受講者のモ

ニタリング、教員昇進管理モニタリング（データベース管理等）、INSET 関連活動の予算化等」に

ついては、以下の進捗のとおりである。 

 

「活動 4-4 郡による次の活動を支援する」の進捗 

活動 4-4 検証事項 進捗 

①研修実施 研修受講者の把握、受講

状況、研修内容、研修時

期、研修回数等の妥当性 

・ これまでの研修実施実績は付属資料 2 のとおり 

・ 研修内容、時期、回数等の妥当性は今後検討 

・ 階層別研修の全体枠組み案（ガイドライン）確定後、今後のパ

イロットで階層別研修の実施状況確認予定 

②修了証／

教員免許

状発行 

適切に発行されている

か 

・ 研修修了証発行は 1 年次はプロジェクトにより発行、2 年次の

発行状況は今後確認 

・ 教員免許状（ライセンス）は、制度がまだ確定していないこと

から未実施であったが、初任者を対象にライセンス付与を見越

した試行を 2016/17 より実施予定 

③研修受講

者のモニ

タリング 

研修受講後の郡教育事

務所の視学官が必修研

修を受講した初任者教

員、校長に対してモニタ

リングを実施し、研修効

果を測る 

・ 2015 年 10 月に南部 3 郡、30 校、教員 300 人を対象にモニタリ

ング調査を実施（ただし、研修受講者に限定した調査ではなく、

研修効果の測定を目的とした調査ではない） 

・ 視学官によるモニタリング・研修効果の測定は今後の検討課題

④教員昇進

管理モニ

タリング 

教員キャリア階梯管理

データベースの管理方

法 

・ 初年度（2014/15 年）に基本的なデータベースを構築し、2 年次

以降についてはパイロット地域をはじめ、研修結果の入力を行

うなど試験運用を開始し、3 年次中にデータベースを完成させ

ることを想定していたところ、データベースの枠組みは構築さ

れ、一部の郡で初任者にかかる試験的データ入力実施 

・ データベース作成の試行は 2016/17 年度に実施予定 

・ 本格的なデータベースによる昇進管理は、データベース作成後

の予定 

⑤INSET 関係の予算の確保、執行 ・ 郡教育計画書に予算を含めるよう指示をしているが、その確認

やフォローアップは未実施 

・ 予算申請プロセスに則した確保・執行を支援するとともに、郡

政府も含む予算源の開拓も支援予定 

 

中間レビュー調査を通じて明らかになったのは、「パイロットを通じて何を、どのように検証す

るのか」といった点について、プロジェクト関係者の間に共通の問題設定がなされていないことで
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ある。以下の表は、これまで実施されたベースライン調査とモニタリング調査の概要である。2014

年に南部 3 郡の教育事務所を対象に実施されたベースライン調査をみると、問題設定の検討はなさ

れており、またその後モニタリング調査等の調査も実施されている。しかし、ベースライン調査時

に検討した枠組みに即した情報の収集はなされてこなかった。全般的に調査目的、対象、実施のタ

イミングなどについて、系統だった計画と実施に課題がある。そのため、PTPDM 政策の実行可能

性、効果、持続性の検証にかかる情報収集も限られる結果となっていた。 

 

ベースライン、モニタリング調査実施実績 

 南部 3 郡 北部 2 郡 

パイロット実施 
第 1 回：2014/15 年度 

第 2 回：2015/16 年度 

第 1 回： 2015/16 

（ToT の実施は 2016 年 4 月）

調査 

郡教

育事

務所 

タイミング 

第 1 回パイロット活動開始／ToT 実施時

の 2014 年 11 月 

（ベースライン調査）  

未実施（今後実施する予定） 

データ収集

方法 

• 年次 INSET 進捗報告書（AIPR） 

• 郡教育事務所及びサーキット視学官

への質問票調査 

• 年次 INSET 進捗報告書

（AIPR） 

• モニタリング 

学校 

タイミング 

第 1 回パイロット活動終了後の 2015 年

10 月  

（モニタリング調査実施）  

第 1 回パイロット活動開始／

ToT 実施時）の 2016 年 4 月 

データ収集

方法 

• 校長、教員18への質問票調査 

• EMIS データ 

• 校長、教員への質問票調査

（現在集計中） 

• EMIS データ 
出所：プロジェクト資料 

 

今後の予定 

中間レビュー調査期間中に関係者により「パイロットを通じて何を検証すべきか」について設問

案を作成した（付属資料 1 の ANNEX 15 参照）。この案を更に検討したものが、付属資料 5 である。

本案は更に精緻化し、パイロット活動の PDSI サイクルのプロセスにおいて検証される必要がある。

この意味で、本来の包括的なパイロットは 2016/17 年度から開始されるといえる。 

また、これまでは現職校長研修を実施してきたが、成果 3 の本来の対象である校長志願者（シニ

ア教員（ST）相当）向け研修については、2016/17 年度よりパイロットを開始する予定である。 

さらに、キャリア階梯の全ランクの研修を、郡にとって実施可能な形で位置づけることが今後の

検討課題である。そのため、研修日数や実施方法、費用負担に関し、各郡においてどの程度柔軟性

をもたせるべきか、また、既存機会の活用やコストの少ない研修方法についても検討する必要があ

る19。例えば、初任者の必修研修プログラムは、①オリエンテーション、②初任者研修、③SBI/CBI、

④サーティフィケート研修（サーティフィケート教員の場合）からなるが、一方で、初任者に対し

                                                        
18  同モニタリング調査では、30 校（各郡 10 校）、300 人（各校 10 名）を対象に実施。回答数は、校長 29 名、教員 239 名。 
19  中間レビュー調査団が訪問したアクラ・メトロ郡（非パイロット郡）では、GES のウェブサイトから入手した教員評価ハンド

ブックを活用し、特に費用のかからない研修（交通費のみ参加者負担、教員組合からの資金援助等）を独自に企画して実施してい

ることがわかった。 
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不定期にオリエンテーションを行う郡もある。そのような郡レベルの既存研修の扱い（必修研修と

して認定するのか、するのであればその方法等）についても検討し、ガイドラインに含めておく必

要がある。同時に、これまでパイロットとして実施された校長研修の認定の扱いについても検討す

る必要がある。中間レビュー調査中に検討した必修研修の開催方法、費用についての素案は付属資

料 6 のとおり20。 

 

４－２－２ プロジェクト目標 

プロジェク
ト目標 

キャリア階梯メカニズムが構築され、パイロット郡において必要な階層別研修が実

施される。 

指標 1. NTC/GES が全国実施のためにキャリア階梯枠組み、データベース、研修コース

を承認する。 
2. PTPDM 政策において、研修履歴や SBI/CBI の実践にリンクしたキャリア階梯が

パイロット郡の xx%の教員に周知される。 
3. 必修とする研修がパイロット郡の教育計画に含められる。 

 

プロジェクト目標は、中間レビュー調査で把握された以下の課題に取り組むことにより、プロジ

ェクト終了（2018 年 3 月）までに達成見込みがある。 

① PTPDM 政策枠組みガイドラインの、2016/17 年のパイロット活動前に関係者による合意（成

果 1 ～ 3） 

② 成果 1 ～ 3 の包括的パイロットの実施、適切なモニタリングを通じて全国展開向けに最終化

／パイロット活動の Plan-Do-See-Improve サイクルの確立（成果 4） 

③ 郡レベルでの研修費用負担の実行可能なメカニズムの特定 

④ GES/NIU と NTC のモニタリング予算不足問題の解決 

⑤ プロジェクトの目標とスコープを明確に規定した PDMと POに改訂し、関係者間で共有（PDM

と PO の改訂案は付属資料 1 の ANNEX 16 と 17 参照） 

なお、各指標の達成度は以下のとおり。 

 

指標 1. NTC/GES21が全国実施のためにキャリア階梯枠組み、データベース、研修コースを承認す

る。 

【進展しているが、PTPDM 政策枠組みガイドラインの教員組合を含むすべての関係者の合意形

成、研修費用の確保、パイロット活動の Plan-Do-See-Improve サイクルの確立が課題】 

 

成果 1 ～ 4 で既述のとおり、全国展開に向けた準備は進展している。 

課題は以下のとおり。 

① キャリア階梯枠組み、データベース、研修コースを含む PTPDM 政策枠組みガイドラインに

ついて、2016/17 年のパイロット活動向けに最終ドラフトとして関係者からの合意形成が必要 

 

                                                        
20  初任者研修の経費削減を主目的として、2015 年 6 月 1 日から 3 日にかけて CoE 対象にワークショップを実施した。これは、CoE
において初任者研修の共通部分の実施可能性を検討するために実施したワークショップである。今後の協力については、CoE を支

援している T-TEL プロジェクトとの協議が必要。 
21  承認機関は NTC/GES のカウンシルである。 



 
 

－23－ 

である。特に、教員組合からの合意が得られていない22。 

② 研修費用負担方法については、PTPDM 政策のもと財政的に実施可能かつ持続性のある研修コ

ンポーネントを開発すべく、パイロット活動や全国展開に向けた準備プロセスにおいて検討

する必要がある。 

③ 全国展開のために PTPDM 政策の実行可能性、効果、持続性を検証するために、2016/17 年度

のパイロットは、PDSI サイクルを確立して実施する。 

 
指標 2. PTPDM 政策において、研修履歴や SBI/CBI の実践にリンクしたキャリア階梯がパイロッ

ト郡の xx%の教員に周知される。 

【第 1 回目のパイロット終了後 2015 年 10 月に南部 3 郡に対して実施された調査結果では、回答

した教員のうち 46%が PTPDM 政策におけるキャリア階梯を周知】 

 

第 1 回目のパイロット終了後 2015 年 10 月に南部 3 郡に対して実施されたモニタリング調査結果

では、回答した教員の 46％が PTPDM 政策を理解していた。これはパイロット実施前には PTPDM

政策がまだ公に知らされていないかった地点からの達成度である。 

PTPDM 政策の概要については、TED により 2015 年には郡・州教育事務所からのすべての事務

所長が参加する年次会議において説明がなされた。2016 年以降も、同会議を通じた説明を継続す

る予定。加えてテレビ、ラジオ、新聞といった様々なメディアを活用した広報活動が行われてきた。

全国の PTPDM 政策対象校には郡・州教育事務所を通じてニュースレターも配布した。このような

活動とパイロットとをあわせ、PTPDM 政策を知る教員の割合は更に増加することが期待できる。 
 

指標 3. 必修とする研修がパイロット郡の教育計画に含められる。  

【確認できない】 

 

初任者研修と校長研修が年次郡教育実施計画（Annual District Education Operation Plan：ADEOP）

に含まれているのか、モニタリングがなされていないため確認できない。中間レビュー調査チーム

が、訪問先の 1 郡（シャイ・オスドク郡）の教育事務所でインタビューしたところ、2015 年、2016

年とも含めていないとの回答であった。 

教育計画に含められても必ず予算が配布されるわけではないが、郡レベルにおいて研修のマネジ

メントを行ううえで、最初のステップであり必須の作業である。適切なタイミングで予算計画策定

プロセスに反映させる必要があるとともに、郡政府（District Assembly：DA）を含め様々な予算源

にアプローチする必要がある。 

なお、本指標でいうところの「必修研修」が、初任者と校長志願者だけなのか、それともすべて

のランクに対応した必修研修を意味するのかについて定義を明確にする必要がある。現時点では、

この点について関係者の共通理解が確立されていない。 

 

                                                        
22  教員組合によれば、PTPDM 政策における能力に基づく評価と昇進ならびに継続的な教員能力の向上については賛成している。

しかし、第 1 段階のランク名称（Junior Teacher という名称）が適切でないとしている。また、キャリア階梯が途中から教員ストリ

ーム、行政ストリームと別れていることにも反対しているが、キャリア階梯の導入により、これまで途中で頭打ちであった教員の

昇進も可能となったことや、教員と行政が分かれたあとに戻ることができないというような硬直した制度ではない、といったメリ

ットが正しく理解されていないことによる。その背景には、組合上層部の異動などにより一旦合意形成された点についても正しく

引き継ぎがなされていないことがある。組合に対応するため、2016 年 7 月 21 日の JCC において、組合代表に対し代案の提出が依

頼された。 
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４－２－３ 上位目標 

上位目標 パイロット以外の郡において、キャリア階梯メカニズムが施行される。 

指標 キャリア階梯メカニズムがパイロット郡以外の xx 郡で施行される。 

 

上位目標の達成は、プロジェクト目標の達成、非パイロット郡の ToT 費用確保、教育省主導に

よる全国展開計画策定（予算措置含む）へのコミットメント次第である。指標の達成状況は以下の

とおり。 

 

指標 キャリア階梯メカニズムがパイロット郡以外の xx 郡で施行される。 

【既に非パイロット郡でも部分的な施行が開始】 

 

教員評価ハンドブックは GES ウェブサイトに掲載され、2015/16 年度より既に全国での使用が開

始されている。また、非パイロット郡においても、GPEG 資金23や UNICEF 資金の活用により、2016

年には研修活動が開始されている24。既に、全国展開が開始されつつあるといえる。（詳細は付属

資料 2 参照）  

他方、216 郡中 84 郡（パイロット 5 郡、GEP73 郡、UNICEF 6 郡）では PTPDM 政策の ToT 研

修が実施済みだが、残り 132 郡において ToT 研修実施費用確保の目途が立っていない。また、全

国での初任者、校長志願者向けの必修研修ならびにその他ランクの研修費用の経常的な予算確保メ

カニズムについても、今後の検討課題である。 

また、パイロットの検証結果が出る前に、非パイロット郡における研修が開始されたことで今後

の調整も必要である。包括的なパイロットは2016/17年度に行われ、全国展開向けのガイドライン、

ハンドブック等はその結果を持って最終化される。これまでの ToT は、ガイドライン案作成前あ

るいは作成中にその中身が流動的ななかで実施したものであるため、研修内容の更新が必要となる。

また、データベースの郡レベルでの試行も 2016/17 年度からであるため、データベース活用の形は

今後明らかになる。以上から、既に ToT 実施済みの非パイロット郡も含め、これまで実施した内

容と最終化された内容とを比較し、そのギャップをどのように周知させ、展開していくのかについ

ても検討が必要である。 

  

４－２－４ スーパーゴール 

スーパーゴール 職務の向上により、初中等教員の能力が向上する。 

指標 xx％の教員が能力に基づいて昇進が管理されていると認識する。 

 

スーパーゴールの達成目標期限は特に定められていないが、キャリア階梯メカニズムが施行され

ると能力に基づいた昇進が行われるため、理論的に職務の向上により初中等教員の能力が向上する

こととなる。したがって、スーパーゴールは理論的には達成可能である。なお、指標は教員の能力

向上を測る指標に改訂することが望ましい。 

                                                        
23 GPEG は 2016 年 8 月で終了である。 
24  GPEG 資金により 73 郡では、2016 年 5 月～ 6 月に ToT が行われた。初任者研修は校長へのオリエンテーションなどについても、

いくつかの郡では予算が執行され実施された。UNICEF 資金により 6 郡では、2016 年 6 月に ToT が実施され、初任者導入研修や校

長研修ならびにモニタリング予算も確保済み。初任者導入研修は 2016 年 8 月に実施予定。 
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第５章 プロジェクトの実施プロセス 

５－１ 活動の進捗 

【結果】 広く関係者を巻き込みながら、プロジェクト活動が進められ、政策・制度化支援に向けて

計画された多くの活動が実施されてきた。他方、当初計画からの変更や実施が不十分な活動もある。

背景には、パイロット前倒しの影響、予算不足、プロジェクトのデザインやマネジメント上の課題が

あり、プロジェクトのスコープを再確認し業務を再整理したうえで、後半のプロジェクト活動計画を

策定することが必要である。 

 

５－１－１ 現状と課題 

全般的に、プロジェクト活動は関係者との綿密な協議を通じて実施されている。教員組合を交え

ての多岐にわたる関係者との合意形成プロセスを運営してきたことは特筆に値する。教員評価ハン

ドブックの開発も、PSC のフォーマットが全公務員に導入されることになったタイミングを捉えて

実施されたことは高く評価される。 

しかしながら、「第 4 章 プロジェクトの実績」でも既述のとおり、当初計画に則して実施され

なかった活動もあった。特に指摘されるのは、ベースライン、モニタリング、エンドライン調査の

体系的な計画と実施が不十分であること、また成果 4 のパイロット活動では、ToT、初任者導入研

修、校長研修といった研修の実施は行われてきたが、パイロットを通じて何をどのように検証する

のかといった設問、パイロット郡における試行・検証が限定的であることがあげられる。 

 

５－１－２ 活動の進捗に影響を与えた要因 

（1）パイロット前倒しの影響 

事務次官からの要請（付属資料 3）により、当初 2017 年度開始を想定していた政府主導の全

国展開を 2015 年開始に早めるため、2 年次から開始予定のパイロット郡での活動を 1 年次から

始めることとなった。そのため、制度構築（キャリア階梯や教員評価、コンピテンシー等）や、

研修内容・教材等については質に問題があり、改訂をたびたび実施することとなった。また、

ベースライン調査の質にも影響が出た。このように、パイロットと並行して制度構築を実施す

るというスケジュールに変更せざるを得ない状況となった結果、パイロット活動が一部に限っ

て開始されてしまった。また、制度構築にも時間がかかることとなった。 

 

（2）予算上の課題 

研修開催費・参加費は原則先方予算として R/D 署名している。また、パイロット前倒しの際

にも、教育省が費用を用意すると約束している。しかし、予算手当はなされず、その結果、活

動が遅延した25。また、パイロット活動のモニタリング予算も確保されていないことから、カ

ウンターパートのモニタリングも限定的であった。 

 

                                                        
25 例えば、南部 3 郡での初任者導入研修は 2014 年 10 月→ 2015 年 4 月開始と遅れた。教育省が支弁することになっていた研修実

施費用及び NIU メンバーの旅費などの予算がなく、TED の IGF や他ドナーからの活動費を流用した資金で賄ったためである。北

部 2 郡の ToT は、2015 年→2016 年 4 月と遅れた。北部の ToT を貧困郡 75 郡（パ イロット 2 郡含む）の ToT に合わせて GPEG 予

算で実施しようとしたが、予算手当が遅延し、2016 年 6 月以降の実施にずれこむ可能性がでてきたため、プロジェクト予算で 4 月

に実施した。 
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（3）プロジェクト・デザイン上の課題 

英文 PDM（全国展開に有効なキャリア階梯メカニズムの構築）と事前評価表のプロジェクト

目標（キャリア階梯メカニズムが構築され、パイロット郡において必要な階層別研修が実施さ

れる）は、達成目標が異なるが、特に意識されることなくプロジェクトが実施されてきた。ま

た、プロジェクトの実績でも既述のとおり、成果 1 では PTPDM 政策の実施計画に重要なガイ

ドラインを策定するうえで、PTPDM 政策にかかるコンポーネント全般の制度設計をカバーす

る必要があり、同時に、それらを関係者との合意形成をはかりながら進めていくため、当初想

定していた以上の作業時間を要した。 

また、TED は本プロジェクトにおいて重要な機能を果たす部署であるものの、政策・制度構

築支援を行うことから TED のマンデートを超えており、その部分はローカルコンサルの元事務

次官が補っている。NTC の役割は教員の専門職としてのスタンダード設定であり、GES/TED

の役割はその実施であるが、NTC は組織としてスタンダード設定をする機能をまだ備えていな

い。本来、同政策の全国展開計画の策定や実施促進には教育省のイニシアティブを必要とする

なかで、主たる活動のカウンターパート機関は TED であるため、プロジェクトチームによる他

関係機関との調整業務が多くなっている。また、教育省に PTPDM コーディネーターなど適切

なカウンターパートの配置がないことが、プロジェクトの円滑な活動や持続性にも影響を及ぼ

している。 

さらに、プロジェクト形成時には「全国展開は PDM の範囲外ではあるが、ガーナ政府側が

プロジェクト期間中に、パイロット郡以外への展開を企図しているところ、適宜、側面支援を

図る」とも想定されており、PO にも欄外ではあるが同活動支援が記載されている。当初 2017/18

年度の開始を想定していたが、2 年早めて 2015/16 年度からと変更しプロジェクトでも支援して

きた。しかし、全国展開にかかる支援をプロジェクト側で具体的にどこまですべきなのか、方

針が不明なまま現在に至っている。 

 

（4）プロジェクト・マネジメント上の課題 

プロジェクト・マネジメントについては、全般的に、計画に則した進捗管理に課題がみられ

る。まず、上述のとおり英文 PDM と事前評価表のプロジェクト目標は、達成目標が異なるが、

それらの齟齬を訂正することなくプロジェクト活動が進められてきた。これは、プロジェクト

のスコープや到達点の共通理解が明確でないことにもつながる。また、現行 PO や、プロジェ

クト側で別途作成した実施計画はあるが、それら計画と実績の対比に基づく進捗状況の正確な

把握と、関係者間での共有が十分なされていたとは言い難い。PTPDM 政策ガイドラインの具

体化の過程では、事前に計画を立てづらい面もあるものの、プロジェクトチーム内での各コン

ポーネントにかかるコンセプトのすり合わせや、活動の実施タイミング、シークエンス（どの

活動がなされたあとにどの活動が可能なのかなど）にかかる検討は不十分であった。 

 

５－２ 技術移転・能力強化 

【結果】 TED/NIU ならびに GES-ICT（データベース構築）はおおむね順調であるが、NIU も今後

は新たに配属された人材の育成が急務。NTC の体制もまだ脆弱であることから、NTC の更なる能力

強化が課題。TED/NIU と NTC のデータベースについての能力強化も今後の課題。 
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５－２－１ GES 

TED/NIU については、先行プロジェクトからのカウンターパートとして能力強化は順調で、GPEG

や UNICEF の予算確保、研修実施なども現時点で主体的に実施することができている。しかし、NIU

の人員体制は十分ではない。2014/15 年度の 6 名から翌年度には 4 名に減らされ、少ない人員で活動

を進めなければならなかった。中間レビュー期間中に新たに 3 名が増員されたが、2016 年 8 月には

INSET コーディネーターが定年を迎える。NIU は教員訓練全般を担当する部署であり、PTPDM プロ

ジェクト以外にも NIU が果たす役割は広く、更に人員の増強が必要な状況である。新たに配属され

た人材は、教員養成校でトレーナーを務めていたことからトレーナーとしての経験と能力は備わって

いるが、PTPDM 政策やプロジェクトの活動について、これら新メンバーの育成が急務である。 

また、データベース管理部門（GES-ICT）は、プログラミングも可能で能力が高い。しかし、TED/NIU

はデータベース開発プロセスの情報を詳細に把握しておらず、今後はデータベースの活用にかかる研

修も必要である。 

 

５－２－２ NTC 

現在、NTC は 10 名体制（2 名の USAID-Learning 支援スタッフを含む）に増強された。さらに、人

員を合計で 30 名まで増やし、フィールドオフィスの開設についても申請を行っているところである。

しかし、プロジェクト活動における NTC との連携（マネジメントレベルの 2 名との連携）は進めて

いるが、現時点では NTC のマンデートを果たすうえで必要な体制は十分でなく、まだ NTC として機

能するに至っていないため、組織的な能力強化は継続課題である。また、TED/NIU 同様、データベ

ース開発プロセスの情報を詳細に把握しておらず、今後はデータベースの活用にかかる研修も必要で

ある。 

 

５－２－３ 本邦研修 

教育省事務次官、GES 総裁、TED 局長を含む 7 名が参加して行われた本邦研修26は、能力強化の

ツールとして有効であった。本邦研修では、日本の関連制度を学び、ガーナの状況に即して活用方

法を検討している。また、参加者の意欲向上ならびにプロジェクトの理解にも役立った。 

 

５－３ プロジェクト・マネジメント 

【結果】 意思決定に関しては、政策・制度を議論する必要性から、高官や様々な関係者の参加を得

て、JCC や運営委員会（Steering Committee：SC）が機能している。他方、「パイロット」のコンセプ

トにかかる共通の理解形成や、関係者が多岐にわたることから合意を得るのに時間がかかることが課

題となっている。プロジェクト活動全般の進捗管理や、パイロット活動のモニタリング体制も改善点

が多い。 

 

５－３－１ プロジェクト運営体制 

（1）合同調整委員会（JCC） 

2014 年 8 月、2015 年 9 月と年 1 回開催され、2016 年は中間レビュー調査中の 7 月 21 日に開

催された。JCC は、教育省高官、政府機関、地方行政、教員組合、開発パートナーなどから出

                                                        
26 「日本の現職教員研修制度（階層研修）及び研修内容の理解を通じて、PTPDM 政策の具転化に寄与する」ことを研修目的とし

て、2016 年 6 月 12 日～24 日に実施。 
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席者を得て、PTPDM にかかる議論を行う機関として機能している。ただし、関係者が多岐に

わたることから合意を得るのに時間がかかることが課題となっており（特に教員組合）、プロジ

ェクトの詳細な内容の意思統一や決定機関というよりも、進捗報告と意見聴取の場といえる。 

 

（2）運営委員会（SC） 

GES 総裁を議長としており、これまで 5 回開催され、プロジェクト活動の本質的な内容につ

いて議論してきた。ICT、HRMD、NIU や TED を含む GES の関連部局・ユニット全般と NTC

がメンバーとなっている。 

 

５－３－２ モニタリング体制 

既述のとおり、プロジェクト活動のモニタリング体制は、全体的に改善を必要とする。特に、「何

をパイロットしてどのように検証するのか」という基本的なコンセプトの検討や体系的なモニタリ

ング体制（含む郡教育事務所の視学官の活用など）の検討が不十分であった。また、モニタリング

旅費予算不足や、プロジェクト専門家の活動が中央でのガイドライン策定に時間がとられたことも

あり、NIU、NTC、プロジェクト専門家によるモニタリングは 2016 年 1 月、3 つのチームにより南

部 3 郡を日帰り訪問したのみであった。 

なお、予算不足によるカウンターパートのモニタリング実施不足と、プロジェクト運営上のモニ

タリング情報の未把握は別の問題として捉え、既存のモニタリング制度（視学官など）を活用した

情報収集も含め、何らかの形でモニタリングが実施されてしかるべきであった。今後は、PTPDM

により導入する評価と昇進の実行可能性、効果、持続性の検証にかかる包括的なモニタリングが必

要である。年次レビュー、中央からの郡訪問モニタリング、郡レベルの学校モニタリングなど、早

急に各レベルにおけるモニタリング体系を明確にし、予算措置も含めた実施体制を整える必要があ

る。 

 

５－３－３ コミュニケーション 

おおむね円滑であるが、関係者が多岐にわたるため効率的・効果的なコミュニケーションが難し

い面もある。また、プロジェクトチームとカウンターパート間のコミュニケーションは全般的に良

好で密に行われているが改善の余地もある。特に、「パイロット」のコンセプトや、全般的なプロ

ジェクトのアプローチ、進捗状況等にかかる共通の理解形成を促進する必要が指摘される。また、

TED、NTC からは「プロジェクト活動の最新情報を共有してほしい。特に GES-ICT で行われてい

るデータベース開発については、関係者への周知が不十分である」とのコメントが複数聞かれた。 

プロジェクトチーム内でも、活動の方向性や進捗に関する共通の理解を促進する必要がある。専

門家の配置の都合上、チームで一緒にコンセプトの検討や進捗情報の共有を行うのが難しい面はあ

るものの、今後はそのような制約の中での有効なコミュニケーション方法を検討する必要がある。 

また、プロジェクトチームと JICA 本部・事務所間のコミュニケーションは密であり、運営指導

調査も 2 回実施されている27。しかし、教員の人事にかかる政策・制度構築支援という経験の少な

い分野の支援であることもあり、プロジェクトのスコープならびに目標の定義について、関係者間

の共通理解が不十分であったことも指摘される。 

                                                        
27  2014 年 11 月 24 日から 26 日、及び 2015 年 4 月 24 日から 27 日にかけて 2 回実施された。 
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５－４ オーナーシップ 

【結果】 GES-TED/NIU ならびに NTC、教育省ともはオーナーシップをもってプロジェクトを実施

している。しかし、教育省と NTC については、関与の度合いは個人により、予算獲得や全国展開の

準備をプロジェクト主導で行わざるを得ないなど、組織的なオーナーシップの向上が求められる。 

 

５－４－１  GES 

GES の TED、HRMD、ICT といった関連部署・人員は、高いオーナーシップをもってプロジェ

クトに参画している。しかし、TED は人員体制が十分でないことに加え、今後、USAID-Learning

プロジェクトで教員 5 万～7 万人強を対象とする研修活動が本格的に実施されるに従い、多忙とな

ることも懸念される28。カウンターパートの配置のタイミングについては、TED の INSET コーデ

ィネーターの 2016 年 8 月定年を控え、本来は、もっと早くに新しいメンバーが配置され、後任の

指名とともに引き継ぎがなされるべきだった。 

研修実績リスト（付属資料 2）にあるとおり、研修関連費用を TED の IGF 負担や、郡・学校レ

ベルの予算、参加者負担で実施するなどガーナ側負担の原則を守る努力がなされている。これはオ

ーナーシップの表れである。他方、既述のとおり教育省からの予算配布がなく、プロジェクト活動

費を確保することが難しい状況である。 

 

５－４－２ NTC 

NTC は、プロジェクト・マネジメントに参画し、プロジェクト活動に対する理解も確保されて

いる。教員評価ハンドブック開発や ToT のトレーナーも務めている。しかし、NTC の機能強化は

その途上にあり、組織としての参加度は高くない。 

 

５－４－３ 教育省 

教育省には、今後は PTPDM 政策・制度構築と全国展開の推進を統括する立場として、より主体

的な関与が求められる。特に、関係機関（教員組合等）への対応や、全国展開計画策定の調整と準

備（含む予算計画）を主導することが求められる。 

 

                                                        
28  USAID-Learning プロジェクトは予算総額 71 百万ドルで、reading 能力向上を目的とする。対象は、幼稚園（KG）～小学校 3 年、

全国 216 郡中 165 郡、教員 51,000 人（71,000 人に増加予定）。研修は 2 段階に分けて実施し、2016 年 8 月～9 月に ToT、2017 年 1
月～6 月に研修、2017 年 7 月～8 月に ToT、2017 年 9 月から研修実施を予定している。研修参加者は、校長、教務主任 (Curriculum 
Leader)、KG 及び小学校の教員の各学校 7 名で 6 日間。（Learning プロジェクトよりヒアリング） 
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第６章 評価 5 項目による評価結果 

６－１ 妥当性 

プロジェクトは、政策との整合性、ニーズ、プロジェクトのアプローチの観点で妥当である。プロ

ジェクトの妥当性に影響を与えるような要因は確認されない。 

 

６－１－１ 政策との整合性 

プロジェクトは、以下のとおりガーナの政策と整合している。 

・ 教育省は、教育法（Education Act 778（2008））に基づき、資質・専門性に基づく教員のキャ

リア階梯をめざすべく、「初中等教員の資質向上・管理（PTPDM）政策）」を策定した。教員

の資格や経験年数のみを重視するのではなく、教員のキャリア階梯に応じた職務遂行を促し、

それによって適切な人事管理を行うことが目標とされている。 

・ 教育法案（Education Bill）（2015）は、Education Act 778（2008）に制定されている初中等教育

の法的枠組みを改定・更新する目的で作成されたものである。PTPDM 政策と整合した内容で

あり、法案の意図するところは初中等教育行政制度の分権化の促進で、既に国会に提出済み

で通過を待っているところである29。 

・ 教育戦略計画（Education Strategic Plan：ESP）2010-2020 において、PTPDM 政策はサブセクタ

ーの政策として位置づけられ、現職教員研修を通じた教員の継続的な専門的能力開発の重要

性が謳われている。現在「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDG）」に対

応した新教育政策（2016～2030 年）のドラフト作成も始まっており、PTPDM 政策も含まれ

る見込みである30。 

 

プロジェクトは、日本の開発援助政策とも整合している。対ガーナ共和国 国別援助方針（2012

年 4 月）では、4 つの重点分野のうち 1 つが「保健・理数科教育」で、教育については理数科教育

を中心として包括的な学習環境の改善（学校建設、教育行政の運営改善、教員の能力強化など）に

資する支援を行うとある。本事業は、教育行政運営改善ならびに教員の能力強化を具現する支援で

ある。 

 

６－１－２ ニーズとの整合性 

プロジェクトは、教員、こども／生徒、政策策定者のすべてのニーズに即している。ガーナにお

いては、教育の質の向上が残された大きな課題となっている。例えば、2014 年の West African Senior 

School Certificate Examination の結果をみると、特に数学の合格者は 48％と半数にも満たない（社

会（71％）、英語（64％））。教育の質向上に向け、教員現職教員の再訓練を含めた教員の資質向上

と、地方分権化の流れを踏まえた教育行政運営改善が必要とされている。このような状況において、

教員にとっては能力・専門性に基づく教員のキャリア階梯を通じた継続的能力強化にニーズがあり、

こども／生徒には質の高い教育を受けるニーズがある。また、政策策定者にとっては教職のイメー

ジを向上させたいというニーズがあり、本プロジェクトはそれぞれのニーズに即した支援である。 

                                                        
29  2016 年 12 月に大統領選挙を控えているため法案通過が滞る可能性もある（組織リストラとも関係することから、大統領選挙後

となる可能性がある）。 
30 ドラフトはまだ公表されていない。 
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６－１－３ アプローチの適切性 

本プロジェクトのアプローチは、以下のように定義される。 

・ 「本事業は、ガーナにおいて初中等教員のキャリア階梯にかかる施策設計整備を行うことによ

り、パイロット郡における階層別研修(新任・校長等)の受講がインセンティブとして教員の

昇格に反映されることをはかり、もって教員の資質向上を図ることに寄与する」 

・ 「先行する現職教員研修プロジェクトの成果を活用し、政策の実施と制度化を具現化する」 

 

上記の定義に照らし、本プロジェクトのアプローチは適切である。その理由は以下のとおり。 

・ PTPDM 政策の 1 つの目的は、「生徒の学習成果の向上に寄与する能力のあるワールドクラス

の教員育成を目指し、教職のスタンダード及び核となる価値と規範にかかる枠組みを提供す

ること」とある。この目的に対応し、プロジェクトでは、「能力に基づく評価と昇進を可能に

するキャリア階梯メカニズム」を通じた専門職としての教員の継続的能力開発制度構築のた

めに形成された。 

・ キャリア階梯の中でも、特に研修カリキュラム・教材の開発を新任教員と校長に必要なコン

ピテンシーに基づき開発したことも適切である。教職の最初の段階で適切な導入プログラム

を経験することが、継続的専門能力開発には重要である。また校長は、学校運営の要として

必要な能力を備えることが求められるためである。ただし、新任教員、校長志願者以外も含

め、キャリア階梯メカニズム全体の研修履歴にかかる昇進要件については明確に定義される

必要がある。 

・ パイロット郡は、①社会・経済的な多様性（都市、地方、及び貧困郡 と非貧困郡のバランス

に配慮）、②パイロットの実施可能性（前フェーズ31の SBI 実施率が良い、積極的に活動を行

っている、郡教育事務所長が前フェーズから替わっていないなど）の観点から選定された。

パイロットを通じて全国展開にかなう制度設計を行うという観点で適切であるが、同時にパ

イロット活動のしやすさという基準が入っていることに留意する必要もある。全国 216 郡の

状況は様々であるため、パイロットの結果を分析する際は、上記のような選定基準も念頭に

おき、全国展開計画を策定する必要がある。 

・ プロジェクトは、関連する他の支援と連携し相乗効果を高めている。例として以下があげら

れる。 

- 会合やワークショップには、関連ドナーやプロジェクトを招いて意見交換や情報共有を

行っている（UNICEF、DfID 支援の T-TEL プロジェクト、USAID 支援の Learning プロ

ジェクト等）。 

- 非パイロット郡で GPEG や UNICEF 資金により PTPDM の研修が実施された。 

- T-TEL プロジェクトでは、教員養成大学の教員候補生のスタンダード及びコンピテンシ

ーを改訂しており、本プロジェクトで策定している現職教員向けのスタンダードと整合

性を保つよう適宜情報共有を行っている。 

- 地方分権化支援の JICA 個別専門家（GES 基礎教育局に配属）とも情報共有を行ってい

る。パイロット郡に配属予定の青年海外協力隊員との今後の連携も期待される。 

・ プロジェクトは、先行の現職教員研修プロジェクトを通じて導入された SBI/CBI/DBI にかか

                                                        
31 「現職教員研修運営管理能力強化プロジェクト」（2009-2013） 
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る経験、システム、人材、教材等のリソースを効果的、効率的に活用している。 

 

６－２ 有効性 

プロジェクトの有効性は、中間レビュー調査で特定された課題（含む予算措置）に取り組むことに

より高まる。 

 

６－２－１ プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標の達成は、プロジェクトの実績でも既述のとおり、中間レビューで特定された

以下の課題の解決次第である。 

① PTPDM 政策枠組みガイドラインの、2016/17 年のパイロット活動前に関係者による合意（成

果 1～3） 

② 成果 1～3 の包括的パイロットの実施、適切なモニタリングを通じて全国展開向けに最終化／

パイロット活動の Plan-Do-See-Improve サイクルの確立（成果 4） 

③ 郡レベルでの研修費用負担の実行可能なメカニズムの特定 

④ GES/NIU と NTC のモニタリング予算不足問題の解決 

⑤ プロジェクトの目標とスコープを明確に規定した PDMと POに改訂し、関係者間で共有（PDM

と PO の改訂案は付属資料 1 の ANNEX 16 と 17 参照） 

 

６－２－２ プロジェクトの理論構成 

プロジェクトのデザインは、成果 1～3 で、それぞれ PTPDM 政策実施の枠組み、データベース、

研修を整備し、成果 4 でのパイロット活動を通じて成果 1 ～ 3 を全国展開可能なものに最終化する

という考え自体はロジカルである。しかし、プロジェクト目標ならびに成果の指標は一部不適切・

不十分である。また、成果の具体的な範囲について、PDM から容易に読み取れるようにすること

が望ましい。特に成果 1 については、更にブレークダウンして具体化する必要がある。以上によ

り、現行 PDM は修正することが望ましい。 

また、全国展開はプロジェクトのスコープ外と整理しているが、同時に支援を行うともされてお

り、PO にも枠外に記載されている。実際、全国展開を早めたいという教育省の意向により、部分

的な全国展開も開始されており、プロジェクト活動と並行して行われてきた実態を踏まえ、今後ど

のような支援をどの程度行う必要があるのか、優先度も含め再整理する必要がある。 

また、本プロジェクトでは、SBI/CBI/DBI が教員の能力強化に有効であることが前提である。そ

のため、その実施の有無のみならずその質が重要であることにも留意する必要がある。 

 

６－２－３ プロジェクト目標達成の促進要因と阻害要因 

（1）促進要因 

公務員の評価制度改革の初期の段階で連携を開始したことは、プロジェクトの有効性を高め

ている。PSC の制度に則した教員評価は戦略的であり、効果的、かつ教員評価の継続的な実践

を担保するうえでも現実的な選択である。 

 

（2）阻害要因 

主なリスク要因は、ガーナ側の財政状況である。近年、政府の予算配布は非常に限定されて
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活動の遅延を招いており、プロジェクト目標の達成を阻害しかねない。ガーナは 2015 年から 3

カ年の計画で IMF の 10 億ドルの資金支援を受ける中緊縮財政を敷いているため、当面の間は

支出抑制が継続されることが想定される。また、2016 年 12 月に大統領選挙が予定されている

ため、その前後で行政事務が滞る可能性がある。 

 

６－３ 効率性 

先行プロジェクトの成果を活用することにより効率性を高めた。他方、当初計画の前倒しに伴い、

パイロットの全体計画なくして 2014/15 年に部分的なパイロットを開始したことや、予算不足は効率

性を阻害した。 

 

６－３－１ 成果の達成度と投入の有効活用 

日本側の投入の量、質、タイミングについておおむね適切であったが、課題もある。当初計画の

前倒しにより専門家の投入を増加するなどして対応した。しかし、フルスケールのパイロットの開

始は 2016/17 年度からとなり、成果の達成は当初計画に比べて遅れている。パイロット前倒しでの

実施の影響により、機材の整備がプロジェクト開始から半年程度かかったため、カウンターパート

による書類の作成や印刷にも影響があった。また、政策・制度構築支援のプロジェクトであること

から、なるべく総括又は副総括が現地にいることが望ましいが、専門家の投入量と配置の都合上、

関係者との会合が適切な時期に実施できないことや、他ドナーのプロジェクトの会合に参加できな

いこともあった。 

ガーナ側投入については、カウンターパートの配置、予算ともに努力しているが、既述のとお

り、特に予算不足の問題が成果の達成にも影響を与えた。 

 

６－３－２ 成果達成のための活動の過不足 

現行 PDM の成果 1 は、その範囲が広範であるため、より具体的な活動構成が望ましい。枠組み

（ガイドライン）策定にかかる活動も、明示する必要がある。成果 2 では、学校→郡→中央のデー

タベース運用にかかる人材養成などの記載が不十分である。成果 3 の活動はほぼ妥当であるが、成

果４のパイロット活動は更にパイロットの内容を具体化し、実施予定時期も考慮して示す必要があ

る。現行 PDM の活動は、プロジェクトのスコープを明確にしたうえで、実際の状況を把握できる

ように改訂することが望ましい。また、同時に PO も改訂される必要がある。 

 

６－３－３ 効率性に影響を与える要因 

（1）促進要因 

先行案件の INSET にかかるアセット（人材、制度、ネットワーク、教材等）を有効に活用

し、プロジェクトの効率性を高めた。 

 

（2）阻害要因 

PTPDM 政策にかかるパイロットの全体計画なくして、パイロットを 1 年間前倒しして実施

したことや、PTPDM 政策にかかるキャリア階梯、評価、昇進、データベース等の準備と合意、

ならびにパイロットで検証すべき項目の精査とそのモニタリングを通じたフィードバックとい
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うパイロット活動の PDSI サイクルが定着していないことは、効率性に影響を与えた。 

活動から成果への外部条件は、「ガーナ政府により、プロジェクト／PTPDM 政策のために必

要な予算と人員が提供される」である。本プロジェクトは、ガーナ側のイニシアティブによる 

PTPDM 政策の具現化を支援するという考えのもとデザインされているため、同プログラムに

必要な予算及び人材が確保されないと、成果の達成を阻害する要因になることが考えられるた

め、設定されたものである。予算については、パイロット活動向けに教育省が支弁することに

なっていた研修実施費用及びNIUメンバーの旅費等先方予算が十分に確保されず活動が遅れた。

人員についても、TED は 1 年次の 6 名体制から次年度は 4 名と減り、最近 3 名増員となったと

ころである。NTC は、プロジェクトに関与できるのは実質 2 名であり、組織としてまだ機能し

ているとは言い難い。いずれも成果に達成に影響を与えた。 
 

６－４ インパクト 

上位目標の達成は、プロジェクト目標の達成と研修費用確保次第である。また、分権化の進展に伴

い懸念される郡間の格差が拡大しないような対策が必要。他方、非パイロット郡でも GPEG と

UNICEF 資金により活動が開始されたことや、教育省による全国展開計画策定の担当者が指名された

ことは促進要因である。 

 

６－４－１ 上位目標の達成見込み 

上位目標の達成には、まずプロジェクト目標が達成される必要があり、パイロット活動の検証の

結果、PTPDM 政策が全国展開可能・妥当と認められることが前提となる。また、キャリア階梯が

施行されるためには ToT を実施する必要があり、全国 216 郡中、残りの 132 郡については ToT 予

算確保の見通しが立っていない。階層別必修研修予算の問題もパイロットを通じて取り組むべき事

項であり、費用負担の面でも全国展開可能な制度を構築する必要がある。また、全国展開可能な

PTPDM 政策実現時にかかる各コンポーネントの試行・検証が不十分な段階で、非パイロット郡の

研修が開始されているが、今後、最終化されたガイドラインの内容に応じて調整も必要である。ま

た、これまで校長研修を行ってきた理由の 1 つは、「現職校長が新任教員に対し適切な導入訓練を

行えるようにする」である。非対象郡でも、この点についての対応も検討する必要がある。 

 

６－４－２ PDM のロジックと外部条件の影響 

PDM 要約のロジックに問題はないが、プロジェクト目標の指標は上位目標の達成を導くには不

十分である。上位目標達成のためには、プロジェクト終了時までに、教育省により全国展開計画が

策定されている必要がある。 

外部条件の「郡が予算を確保する」については、既述のとおり学校予算、教員の自己負担に加え

一部郡政府による研修費用負担もあったが、研修の実施は遅れた。郡予算確保のための教育計画へ

の反映や予算申請等も、現時点で十分確認できていない。もう 1 つの外部条件である「ガーナ政府

が新しい教員の昇進体系を受けて、給与体系を決定する」については、PTPDM 政策のキャリア階

梯に対応した給与体系給の変更はなく、現行給与体系を使うこととなったため影響はない。ただし、

変更がないことについては関係者に広く周知が必要である。 
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６－４－３ 上位目標達成の促進要因 

ガーナ側主導での全国展開が推進される可能性が高い兆候として、以下があげられる。  

・ 教員評価ハンドブックが教育者（MoE）／GES により 2015/16 年度より既に使用開始されて

いること 

・ 非パイロット郡 73 郡（GPEG 資金）、6 郡（UNICEF 資金）で研修が開始されたこと 

・ 教育省により全国展開計画策定の担当者がアポイントされたこと 

・ 郡・州教育事務所長が参加する年次全国会合や地区別会合など、通常活動の機会を利用して

PTPDM 政策の周知を行っていること 

・ テレビ、ラジオ、新聞等様々なメディアによる PTPDM 政策の広報活動を行っていること 

・ 教育省では、プロジェクトの成果であるガイドラインなどを、教育法案 の通過後に、法令規

則（LI）に含める予定であり、これにより、全国展開の促進が期待できること 

・ 本邦研修により、特に事務次官と GES 総裁のプロジェクトに対する理解が深まりより協力的

になったこと 

・ TED の人員増が決定され、3 名がアポイントされたこと 

 

６－４－４ 波及効果 

（1）正のインパクト 

正のインパクトとして、マダガスカル教育省からの視察団の受入れがあげられる。同視察団

は、教員政策や教員教育にかかる枠組みについて先進ガーナの事例から学び、教員政策策定や

教師教育検討の一助とすることを目的として、2016 年 3 月に訪問した32。 

また、2016 年 4 月のアフリカ理数科教育域内会合に、ガーナからも TED 局長をはじめプロ

ジェクト関係者が出席した33。本会合は理数科教育を主題とするものであるが、プロジェクト

の内容についても言及する機会もあり情報共有がなされた。 

 

（2）負のインパクト 

負のインパクトは、現時点では確認されない。本プロジェクト形成時に無資格教員との格差

拡大の可能性を懸念していたが、無資格教員に対する対応策についても PTPDM 政策枠組みガ

イドラインに含まれた。 

また、分権化が進展すると PTPDM 政策の実施過程においては、必須の INSET への参加が昇

進の必要条件となるため、教員や郡の経済・財政状況等によって教員間、郡間に不公平が生じ

ることも生じ得るとの懸念もあった。この点については今後パイロットを通じて適切に検討が

なされ、PTPDM 政策、ガイドライン、各種ハンドブック等プロジェクト成果の最終化の段階

で、その対策が盛り込まれている必要がある。 

 

６－５ 持続性 

政策面、GES/TED の技術面については高い持続性が見込まれる。ただし、地方分権化が進展し、

                                                        
32  視察団は、マダガスカル教育省 4 名、JICA マダガスカル事務所 2 名から構成される。2016 年 3 月 6 日～ 3 月 12 日に、教員の

職能基準（Teacher Competence Framework）の現状と課題、持続的職能成長（Continues Professional Development）（INSET と職能制

度、無資教員と研修による有資格化等）、教員評価と待遇制度などについて視察を行った。 
33  2016 年 3 月 15 日～3 月 17 日にケニアで開催。 
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中央から地方レベルにいたる GES の構造改革や人員削減が行われた場合の影響への対応策を講じて

おく必要がある。また、PTPDM 政策の実現を主導すべき教育省の主体的関与や NTC の組織能力な

らびに全国展開に必要な予算措置が課題。 

 

６－５－１ 政策・制度面 

妥当性の項で既述のとおり、PTPDM 政策が教育省にとって今後も優先度の高い政策である可能

性は高い。また、プロジェクトの成果であるガイドライン、ハンドブック、フォーマット等につい

ては、教育法案通過後に法令規則（LI）として活用する方針であるため、制度面での持続性強化が

期待できる。 

他方、教育法案の通過・施行と分権化による PTPDM 政策実施への影響には正負両面が見込まれ

る。正（メリット）の影響は、郡が一環して体系的な人材育成に取り組めることなどであり、負（デ

メリット）の影響は、郡間でインフラ、郡事務所の行政執行能力、財政などにより格差拡大の懸念

があることである。これらを念頭に、ガイドライン等の最終化ならびに全国展開計画策定を行う必

要がある。 

 

６－５－２ 組織・人材面 

NTC は教員の専門職としての基準を設定し、全国的な教員の質向上を維持するという PTPDM 政

策における重要な役割にかんがみ、NTC の組織強化が必要である。教員免許制度（ライセンス化）

についても、NTC の方針が明確にされる必要がある。 

地方分権化の促進により、GESの構造改革やTED人員の削減、NTCへの吸収統合も見込まれる。

学校の管理は地方自治省へ移管され、郡教育事務所の役割が大きくなるとともに、郡教育事務所の

District Assembly への吸収の可能性もあり、人事や予算措置の仕組みが変わることが予想される。

なお、教員の採用、配置等も地方の業務となる予定である。本プロジェクトではこれら地方分権化

が進んだ場合でも影響がでないよう留意するが、GES の構造改革や TED 人員削減による停滞など

は持続性のリスク要因である。 

PTPDM 政策全体の全国展開という観点では、教育省の主体的関与が求められる状況である。 

 

６－５－３ 技術面 

TED/NIU については人材が育っており、ToT の実施は自立して可能である。ただし、新任人材

の育成を急ぐ必要がある。郡レベルの研修についても、先行プロジェクトを通じ、郡レベルのトレ

ーナー人材が育成されていることから技術的に可能とみられる。 

データベースについては、GES-ICT によるデータベース管理も技術的に可能である。また、学

校レベル（ログブック）、郡レベル（学校情報の集約、入力、活用）、中央レベル（活用）について

も、技術的に高度なものを必要としていないため可能とみられるが、実施可能性の検証や関係者へ

の訓練はこれから実施される。 
 

６－５－４ 財政面 

現在想定される財政面の主な課題は、研修費用である。残り 132 郡の ToT 費用については、目

途が立っていない。緊縮財政もあり、教育省からの PTPDM 政策にかかる研修費用など活動予算は

ここ数年まったく手当されていないことや、GPEG は 2016 年 8 月で終了し後続案件も予定されて
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いない。 

また、例年必要となる階層別必修研修費用については、既存の研修機会の活用、ミニマムな研修

日程、集合研修の必要性の検討等も含め、費用面でも全国展開が実施可能であるような必修研修を

デザインすることがまず基本となる。そのうえで、財政的持続性確保のため、様々な予算源の開拓

支援を行う必要がある34。プロジェクトの前半では、郡教育事務所や郡政府への働きかけはあまり

行われてこなかったが、プロジェクト後半ではこれらを通じた予算獲得支援が望まれる。また他ド

ナーからの支援についても、引き続き連携の可能性を検討することが期待される。 

早い段階で、全国の各郡でキャリア階梯メカニズムが施行・継続実施されるために必要なコスト

項目やユニットコストを見積もる必要がある。そのうえで、財政面も含めた全国展開実施計画が策

定される必要がある。 

 

                                                        
34  例えば、2015/16 年度のパイロットでみられたように、郡政府からの支援や Capitation Grant 等学校予算などもその 1 つである。

USAID-Learning で校長、教務主任（CL）、教員を対象に、全国 165 郡で研修実施の予定があることから、PTPDM 政策周知の機会

として連携の可能性もある。また、見返り資金活用も検討できる。 
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第７章 貢献・阻害要因 

７－１ 効果発現に貢献した要因 

７－１－１ 計画に関すること 

・ 先行プロジェクトの成果を踏まえて政策・制度構築に臨んだことで、教員のキャリア階梯メ

カニズムの開発という新しい支援領域を開拓した。 

 

７－１－２ 実施プロセスに関すること 

・ PSC フォーマットを活用した教員評価ハンドブックの作成は、公務員の評価制度改革の初期

の段階で連携を開始したことでプロジェクトの有効性を高めた。 

・ 先行案件のアセット（経験、人材、制度、ネットワーク、教材等）を有効に活用したことで、

プロジェクトの効率性を高めた。 

・ 2016 年 8 月で期限が終わる GPEG 資金の活用により、研修活動を実施することができた。 

・ 本邦研修は、教育省事務次官をはじめとする参加者の能力強化、ならびにプロジェクトの理

解と支援促進の面でも有効に働いた。 

 

７－２ 問題点及び問題を惹起し得る要因 

７－２－１ 計画に関すること 

・ プロジェクト目標が、事前評価表と英文 PDM とでは異なっていたことや、現行 PDM の要約、

指標、活動についても不適切・不十分・不明瞭な部分が一部あったことは、プロジェクトの

スコープや目指す到達点にかかる関係者の共通理解を妨げた可能性がある。 

・ 政策・制度構築支援を行うことから TED のマンデートを超えていることや、NTC の組織とし

ての機能が十分でないことなどから、プロジェクトチームによる他関係機関との調整業務が

多く、進捗にも影響を与えた。また、教育省に PTPDM コーディネーター等適切なカウンタ

ーパートの配置がないことが、プロジェクトの円滑な活動実施や持続性にも影響を及ぼして

いる。 

 

７－２－２ 実施プロセスに関すること 

・ 当初計画を早めてパイロットを 1 年前倒ししたことにより、準備が整わない中でパイロット

を開始せざるを得ず、パイロットと並行して制度構築を実施するというスケジュールに変更

せざるを得ない状況となった結果、パイロット活動が一部に限って開始されてしまった。ま

た、制度構築にも時間がかかることとなるなど、プロジェクト活動全般に影響を与えた。 

・ 「パイロットを通じて何をどのように検証するのか」といった点について、プロジェクト関

係者の間に共通の問題設定がなされておらず、パイロットの PDSI サイクルが定着していない

ことにより、パイロットを通じた実証が不十分であり、有効性、効率性を阻害した。 

・ 先方の予算不足から、パイロット活動の遅れやモニタリングの不足など、成果の達成に影響

を与えた。 

・ 成果 1 では PTPDM 政策にかかるコンポーネント全般の制度設計をカバーする必要があり、

同時に、それらを関係者との合意形成をはかりながら進めていくため、当初想定していた以

上の作業時間を要した。 
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第８章 結論と提言 

８－１  結 論 

本プロジェクトは、教師のキャリア階梯、評価、昇進、階層別研修（初任者向け、校長候補者向け）

など、PTPDM 施策の主要部分を開発し、これらに基づき「政策枠組みガイドライン」や「教員評価

ハンドブック」を整備してきた。階層別研修は 5 郡で試行され、本研修が郡の人材による実施や、研

修経費の自己／郡政府（DA）／学校負担による開催が可能なことを示せたのは大きな成果である。 

しかし、現在までの実証成果は PTPDM 施策領域の総体の一部に限られ、コンピテンシー記述に基

づく教員の評価や昇進の実践の実現、また（論理的には PDM の範疇外ではあるが）その結果として

の政策効果の発現は未確認である。本プロジェクトはパイロットを通じて全国適用に耐える施策の開

発を目的とするが、目的達成には未確認の領域を明文化しこれを検証していくことが不可欠である。 

R/D 締結時には、2015/2016 学年度及び 2016/2017 学年度にパイロット活動を 2 回転することを予

定していたが、ガーナ教育省の強い要望により開始が 1 年前倒され、2014/2015 学年度及び 2015/2016

学年度に 2 回転することとなった。当時、ガーナ教育省は 2017 年度以降、ガーナ負担で全国展開を

開始することを予定している。本来の予定であれば今回の中間レビュー実施時にはパイロット活動が

終了しているはずであるが、今回のレビューにおいて 3 回目のパイロット活動を実施する必要性が認

められた。その理由としては、改訂版昇進フォームの適用やデータベースシステムの試行など一部未

実施の活動があること、パイロットの検証が不十分であること、またガーナの経済悪化により全国展

開の目途がまだたっていないことがある。今次、少なくとも 2016/2017 学年度においてもモニタリン

グを含めたパイロット活動を実施する必要がある点について、ガーナ教育省と合意している。 

※なお、評価の過程を通じ、PDM、PO の更新案、パイロット活動の調査設問の素案が検討されたの

で、これを報告書に添付した。 

 

８－２  提 言 

（1）研修を軸とした PTPDM 施策の実施可能性、その効果（政策課題解決効果）及び持続性を検証

するための調査設問を考案し、パイロット活動においてその検証を試みる。PTPDM 政策が

SBI/CBI/DBI の実践や教員の能力向上に結びつき、ひいては生徒の学びの改善／学習格差の改善

に貢献することが、今後の取り組みのなかで検証されることが望ましい。 

 

（2）教育法案が成立することを見据えて、次の観点からパイロット活動を再点検・更新する。 

1）2018 年以降、郡教育事務所（District Education Office：DEO）が現実的に提供できる研修の規

模や内容への示唆が得られるか 

2）NTA35（現在の NTC）の機能と整合するか 

3）なるべく簡易でありつつも、効果が期待できるか 

4）全国展開に向けてパイロット活動における検証に必要な情報が収集できるか 

 

（3）パイロットの結果に基づき、関係者が具体的な行動を想起できるよう、具体的に PTPDM 政策

枠組み文書やハンドブックを作成する。また、上記のパイロット活動設計時の点検事項に加え、

                                                        
35  NTC は National Teacher Authority（NTA）に名称変更予定。 
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少なくとも以下のような内容からもガイドラインの記述を点検する。 

・ 地方分権化にかかる教育法案との整合性を担保すること 

・ ガイドラインやハンドブックの使用者にとって内容がわかりやすいこと 

・ 必須の活動と郡の責任において PTPDM の施策の展開が可能な活動を明確に峻別し示すこと 

・ すべての教員ランクの必修研修について、研修の要件をその具体例とともに示し、郡がガイ

ドラインやハンドブックを参照しつつも柔軟に研修を設計できることを明示すること 

・ 郡主催の研修への参加履歴が評価・昇進で勘案される場合には、以下の項目に留意すること 

- できるだけ実施コストをおさえること 

- 郡による研修経費負担を基本とすること 

- 研修参加者が経費を負担する場合には、学校や郡政府による経費支弁を勧奨し、教員自

身による負担は最後の手段として提示すること。 

- 郡レベルにおける PTPDM 施策計画を記載すべき文書を明示すること 

- パイロットにおいて全国展開が妥当と判断された場合、簡易かつ効果的な全国展開導入

策を示すこと 

 

（4）地方分権化に際し郡レベルにおける新しい教員採用の方法に適合するよう、ガイドラインやハ

ンドブックを作成する。 

 

（5）プロジェクトは現職教員を対象としているが、PTPDM 施策には教員養成等の隣接領域が勘案

される必要があることを示す。 

 

（6）プロジェクト終了まで／終了後をカバーする PTPDM 施策展開計画を策定し、2018 年からの全

国適用に向けて準備する。教育法の成立後は、PTPDM 施策は郡の責任に委ねられ、GES-TED は

郡の施策展開を支援・助言する立場である。これを念頭に、本計画には少なくとも以下を含める

ことが推奨される 

 

（プロジェクト終了まで） 

・ PTPDM 政策における NTC の役割の明確化 

・ GES における PTPDM 政策責任者の指名 

・ カウンターパートへの完全移管スケジュール 

・ GES-TED によるパイロット活動の進捗管理 

・ パイロット対象地域以外へのガイドラインの配布 

・ 新教員評価ハンドブック・新昇進フォームの使用 

・ GES、DEO による PTPDM 施策予算要求 

・ 全国の DEO 長への周知 

 

（プロジェクト終了後）  

・ プロジェクト終了後 3 ～	5 年を目途とする展開計画 

 



 

 

 

 

付 属 資 料 

 １．中間レビュー調査ミニッツ（合同レビュー調査報告書を含む） 

 

 ２．研修実績表（2016 年 8 月 1 日更新版） 

 

 ３．パイロット前倒しにかかる教育省からのレター 

 

 ４．現行ガイドライン（PTPDM Policy Framework Guideline）案  

 

 ５．パイロット検証項目案 

 

 ６．研修開催方法・費用負担の素案 
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１．中間レビュー調査ミニッツ（合同レビュー調査報告書を含む） 
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